




1　法令等「コンプライアンス」を遵守し、経営の健全化と強靱な経営体質の
構築に全力を傾注致します。 

 
2　JAの原点であります地域農業の振興と、地域の活性化に努めます。 
 
3　農業の多面的機能の理念をふまえ、環境・文化・福祉への貢献に努力し、
安全・安心で豊かな地域社会を築くための努力を致します。 

 
4　自主・自立・自己責任の基本にたち、組織・事業・経営の革新を図り
ます。 

 
5　「共生の理念」で運営にあたります。 

　「生産履歴記帳運動」の推進、「ＧＡＰ（農業生産工程管理）」の導入を
促進し、安全・安心な農畜産物を生産し、地域の消費者や学校給食での利用
拡大に取り組みます。 
　組合員・地域の皆様が健康で生き生きと暮らし、さらに地域住民の健康
志向に応えるため、関係指導機関・協力組織と連携を図り、健康診断の実施
や日本型食生活の推進、食の安全・安心に関する学習会・研修会に取り組み
ます。 

営農・経済事業部門 

　組合員・利用者に信頼され、地域に貢献できる金融機関を目指し、利便性
の高い金融サービスの提供を行います。 

信用事業部門 

　ＪＡ共済は、地域に根ざした農業協同組合の共済事業として、組合員及び
利用者一人ひとりのライフサイクルやライフスタイルに応じた「ひと・いえ・
くるま」の生活総合保障を提供し、地域における満足度・利用度№１を目指
します。 

共済事業部門 

経営理念 1

経営方針 2
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　当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」の決定事
項を踏まえ、総代会において選出された理事により構成される「理事会」が業務執行を行っています。また、
総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。さらに、金融共済
事業・営農経済事業に専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第３０条に規定する常勤監事及び
員外監事を設置し、経営管理体制の強化を図っています。 

経営等の執行体制 

　平成２１年度は、昨年５月の通常総代会で決議された基本方針に基づき、経済事業改革、組織事業基盤の強化
等により経営の確立を図り、組合員・利用者の負託に応える事業展開をして参りました。 
　また、内部統制システムの構築やコンプライアンス態勢の強化や業務改善・効率化にも取り組んで参りました。 
　この結果、収支面では事業総利益は３３億１６百万円、経常利益は６億３６百万円、当期剰余金は４億３９百万円を
計上することができました。 
　主な事業活動と成果については、以下のとおりです。 
 
① 信用事業 
　貯金につきましては、特別金利キャンペーン等の実施により、計画を上回る１，７９３億円の貯金残高を達成し
ました。 
　また、貸出金については融資相談活動を展開し、組合員・利用者の住宅資金をはじめとする個人ローンの拡
大等に努め、計画を上回る３６８億円となりました。 
② 共済事業 
　組合員・利用者の満足度向上を目指し、３Ｑ訪問活動によるつながりの強化、「ひと・いえ・くるま」の全利用
促進、保障ニーズに即した普及推進活動を展開した結果、長期共済の新契約を含めた増加額が４４８億円となりま
したが、共済保有高（保障）は、満期及び保障見直し等により前年対比９７．０％の５，１８３億円となりました。 
③ 購買事業 
〈生産資材〉 
　肥料・農薬等生産資材については、予約価格対策や大口値引きの実施により組合員の皆様に実感される価
格の提供に努めましたが、生産資材の供給高は計画比９２．４％となりました。 
〈生活物資〉 
　生活物資については、他業者との競争が激化したことにより、安全・安心な食品の提供や健康・環境に配慮し
た商品の提供等に努めましたが、生活物資全体の供給高は計画比９２．５％となりました。 
④ 販売事業 
　販売事業全体では、米類やビール麦が減少したことに加え、園芸作物や畜産物の価格が低迷したこと等によ
り、取扱高は計画比９２．６％となりました。 
〈耕種〉 
　２１年度米の作況は１０１と平年並みとなり、計画比１００．３％となりました。 
〈園芸〉 
　園芸はトマト、ナス、梨が前年度に比べ堅調に推移したものの、主力作物であるイチゴが消費の伸び悩み等
の影響を受け価格が低迷したこと等により、計画比８７．１％となりました。 
〈畜産物〉 
　畜産物は消費の低迷等により肉牛は安値で推移しましたが、取扱頭数の増加により、計画比１１５．２％となりま
した。 

3 経営管理体制 

4 平成21年度事業の概況 

※ 
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3　月 

4　月 

5　月 

6　月 

7　月 

8　月 

佐野ナビゲーションフェア 

第8回通常総代会 

15日 佐野ナビゲーションフェア2009春 
23日 平成20年度下期業務運営監査 
24～4月10日 平成20年度下期監事監査（決算監査） 
30日 第11回理事会 

  
 
4日 平成20年度長期共済加入者招待ショー 
11～12日 春の農機具展示即売会 
15日 第12回監事会 
21日 第13回監事会 
25日 年金相談会（愛村支店） 
28日 第12回理事会 
 第14回監事会 
 

  
22日 第8回通常総代会 
 第13回理事会 
 第15回監事会 
23日 一斉地域貢献活動 
24日 休日住宅ローン相談会（佐野南・堀米・田沼） 
28日 年金友の会連絡協議会総会 

 
  
1～8月12日 こすもす佐野お盆フェア 
1～7月31日 アパート入居者募集キャンペーン 
1～7月31日 夏期特別貯蓄推進運動 
  7日 人形供養祭（セレモニーホール佐野東） 
13日 産業組合法施行100周年記念下草刈り 
27日 全体コンプライアンス研修会 
 年金相談会（田沼支店） 
29日 第14回理事会 
 第16回監事会 
30～7月17日 上期随時内部監査 

  
 
1～12月30日 JAガス新規契約キャンペーン 
  7日 農業用廃ビニール回収・処理 
  8日 年金友の会ゲートボール大会 
23日 平成21年度青色申告部会総会 
24日 第17回監事会 
25日 年金相談会（犬伏支店） 
 よい食プロジェクト「食育セミナー」（赤見支店） 
25～26日 パワフルアグリフェア（県統一農機具展示即売会） 
28日 第15回理事会 

  
 
  1日 よい食プロジェクト「食育セミナー」（常盤支店） 
  7日 日米FTA断固阻止・WTOの農業交渉対策全国代表者集会 
  8日 さの秀郷まつり参加 
12日 日米FTA断固阻止緊急国民集会 
22日 年金相談会（常盤支店） 
23日 休日住宅ローン相談会（佐野南・犬伏・堀米・田沼） 
28日 栃木県家の光推進大会 
31日 第16回理事会 
 第18回監事会 
31～9月1日 平成21年度上期監事監査（現物監査） 

よい食プロジェクト 

5 平成21年度事業活動の 
トピックス 
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10　月 

11　月 

12　月 

1　月 

2　月 

9　月 

消費者モニターとの交流会 

デイサービス10周年記念イベント 

農業まつり 

3～30日 個人向け国債キャンペーン 
7～11日 防災キャンペーン 
7日 平成21年度上期業務運営監査 
10～28日 平成21年度上期監事監査 
17日 日米FTA要請活動 
26日 年金相談会（佐野南支店） 
 よい食プロジェクト「食育セミナー」（佐野・三好） 
28日 第17回理事会 

  
 
  3日 よい食プロジェクト「食育セミナー」（旗川支店） 
  7日 栃木県JA年金友の会グラウンドゴルフ大会 
 デイサービス10周年記念式 
  8日 第25回JA全国大会 
 第19回監事会 
14日 第20回監事会 
15日 きょうさいプラザゴルフ大会 
24日 年金相談会（旗川支店） 
 よい食プロジェクト「食育セミナー」（堀米支店） 
 よい食プロジェクト「食育セミナー」（田沼支店） 
25日 休日住宅ローン相談会（全支店） 
28日 第18回理事会 
 第21回監事会 
 栃木県JA年金友の会ゲートボール大会 
30日 消費者モニターとの交流会 
31日 よい食プロジェクト「食育セミナー」（愛村支店） 

  
 
1～30日 新米キャンペーン 
2～12月30日 年末特別貯蓄推進運動 
  5日 農業用廃ビニール回収・処理 
13日 第28回JA栃木県大会 
14～15日 第8回JA佐野農業まつり 
16日 JAバンク栃木窓口ロールプレイング大会 
19日 JA共済スマイルサポーターロールプレイング大会 
27日 第19回理事会 
 安足地区農業者活動発表交換会 
28日 年金相談会（三好支店） 

  
 
14日 第22回監事会 
19日 よい食プロジェクト「食育セミナー」（犬伏支店） 
28日 第20回理事会 

  
 
23日 「住宅借入金等特別控除」確定申告説明会 
 平成21年度長期共済加入者ショー 
24日 休日住宅ローン相談会（全支店） 
25日 第23回監事会 
26日 青壮年部・JA役職員との懇談会 
27～2月10日 平成21年度感謝のつどい 
28日 第21回理事会 
29～2月17日 下期随時内部監査 

  
 
  2日 消費者モニターとの交流会 
26日 第22回理事会 
 第24回監事会 
26～3月1日 第21年度下期監事監査（現物監査） 
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1　組合員・利用者の皆様の資産運用の目的・知識・経験及び財産の状況を考慮のうえ、適切な
金融商品の勧誘と情報の提供を行います。 

2　組合員・利用者の皆様に対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理
解していただくよう努めます。 

3　不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・
利用者の皆様の誤解を招くような説明は行いません。 

4　電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆様のご都合に合わせて行うよう努めます。 

5　組合員・利用者の皆様に対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。 

6　販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆様からのご質問やご照会については、適切な対応に
努めます。 

　ＪＡ佐野（以下、「当ＪＡ」といいます。）は、お客様の利益が不当に害されることのないよ
う、農業協同組合法、金融商品取引法及び関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれ
のある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針（以下、「本方針」といい
ます。）を次のとおり定めるものとします。 

　本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当ＪＡの行う信用事業関連業務、共
済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客様との取引であって、お客様の利益を不当
に害するおそれのある取引をいいます。 

１．対象取引の範囲 

かい 

　「利益相反のおそれのある取引」の類型は次のとおりです。 
　（１）お客様と当ＪＡの間の利益が相反する類型 
　　　○秘密保持契約を締結して特定部署が入手した利用者情報が他部署に漏洩し、他の取引に
　　　　利用される場合。 
　　　○抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。 
　（２）当ＪＡの「お客様と他のお客様」との間の利益が相反する類型 
　　　○複数の農業法人に対して経営アドバイス等を行う場合。 
　　　○グループ会社との取引に際し、アームズ・レングス・ルールに違反する場合。 
　　　○接待・贈答を受け、または行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から乖
　　　　離した水準で取引を行う場合。 

り 

※ 

２．利益相反のおそれのある取引の類型 

　当ＪＡは、金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、
組合員・利用者の皆様に対して適正な勧誘を行います。 

6 金融商品の勧誘方針 

7 利益相反管理方針 
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　利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。 
　 
　（１）利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。 
　（２）各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類
　　　　型化された取引に該当するか確認します。 
　（３）利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報
　　　　告します。 
　（４）各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型
　　　　には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反
　　　　管理統括部署に相談します。 
　（５）利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ（必要に応じ
　　　　て関係部署と協議）、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。 

３．利益相反のおそれのある取引の特定の方法 

　当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該
お客様の保護を適正に確保致します。 
　 
　（１）対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法 
　（２）対象取引または当該お客様との取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法 
　（３）対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該
　　　　お客様に適切に開示する方法（ただし、当ＪＡが負う守秘義務に違反しない場合に限り
　　　　ます。） 
　（４）その他対象取引を適切に管理するための方法 

４．利益相反の管理の方法 

　利益相反の特定及びその管理のために行った措置については、当ＪＡで定める内部規則に基づ
き適切に記録し、保存致します。 

５．利益相反のおそれのある取引の記録及び保存 

　（１）当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する当ＪＡ全体の
　　　　管理体制を統括するための利益相反管理統括部署及びその統括者を定めます。この統括
　　　　部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当ＪＡの役職員に対し、
　　　　本方針及び本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理について
　　　　の周知徹底に努めます。 
　（２）利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益
　　　　相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善致します。 

６．利益相反管理体制 

　当ＪＡは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性及び有効性を定期的に検証
し、必要に応じて見直しを行います。 

７．利益相反管理体制の検証等 
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②融資取扱状況 

融資取扱状況（平均残高） 

住宅ローン 

教育ローン 

自動車ローン 

営農ローン 

日本政策金融公庫資金 

農業改良資金 

農業近代化資金 

畜産特別資金 

災害条例資金 

就農支援資金 

その他 

合　計 

12,555百万円 

55百万円 

608百万円 

47百万円 

－百万円 

－百万円 

165百万円 

－百万円 

－百万円 

28百万円 

23,340百万円 

36,800百万円 

　当ＪＡは、佐野市を事業区域として、農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、
相互扶助を共通の理念として運営される協同組織です。 
　当ＪＡの資金は、その大半が組合員の皆様などからお預かりした大切な財産である「貯金」を
源泉としております。当ＪＡでは資金を必要とする組合員の皆様方や地方公共団体などにもご利
用頂いております。 
　また、ＪＡの総合事業を通じて地域の協同組合として、農家や助け合いを通じた社会貢献に努
めています。 

（１）全般に関する事項 

（２）地域からの資金調達の状況 

貯金・積金平均残高 

133,038百万円 

42,461百万円 

175,499百万円 

このうちオリジナル商品は 
下記の通りです。 

●年金定期貯金 

●年金予約定期貯金 

●給振定期貯金 

●退職金定期貯金 

●Eco（エコ）ライフローン 

8 地域貢献情報 

組合員等 

その他 

合　計 

（３）地域への資金提供の状況 

①貸出金平均残高 

23,858百万円 

12,941百万円 

36,800百万円 

組合員等 

その他 

合　計 
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　ＪＡは農業者が中心となって構成され、地域農業の振興を図り、消費者に安全で安心な農畜産物を安定的

に供給することを基本使命としています。このため、農業関連を中心とした総合的な事業を展開しておりま

す。組合員以外の一般の方にも各種事業を利用していただくことにより、地域経済・社会の発展に寄与する

社会的責任、金融機関の一員として信用の維持・貯金者の保護を確保する公的使命などを果たしています。 

 

　次代を担う児童・生徒たちに対しては、学校給食に地元農畜産物を提供しており、小学生に対する社会科

副読本の提供も行っています。また、田植えや収穫作業といった農作業体験を通じて、農業への関心を高め

る取り組みを行う一方、消費者対象の貸農園での農業体験などにより、地域住民との交流に努めております。 

 

 

　当ＪＡでは、組合員相互の親睦を図るとともに、地域の皆様との結びつきを強化するため、毎年「農業ま

つり」を開催している他、「年金友の会」、「きょうさいプラザ」などの活動を通じて、利用者ネットワー

クづくりへの取り組みをすすめています。 

 

 

　組合員の皆様向けに、毎月ＪＡの広報誌「あぐりトピックス」を発行して、ＪＡの事業や地域の情報を提

供しています。 

　また、インターネット上にホームページを開設して、身近でタイムリーな情報提供に努めるとともに、皆

様からの情報やご意見をｅメールでも受け付けています。 

① 文化的・社会的貢献に関する事項 

② 利用者ネットワーク化への取り組み 

③ 情報提供活動 

（４）文化・社会的貢献に関する事項（地域との繋がり） 

ホームページ 

http://ｗｗｗ.jasano.jp 

Eメール 

info@jasano.jp
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　金融の国際化や規制緩和等が急速に進展する中で、ＪＡの業務はますます多様化し、

ビジネスチャンスが拡大する一方で、管理するリスクも複雑多岐にわたり、量的にも拡

大しています。そのような中で、ＪＡ経営においては、自己責任に基づき様々なリスク

を的確に把握し、管理していくことが求められています。 

　当ＪＡは、このようなリスクを十分認識し、経営の健全性維持と安定的な収益性、成

長性の確保を図るため、リスク管理態勢の充実・強化に努めます。 

　このために、諸規程・要領等を整備して、リスク管理の一環として位置付けるとともに、

信用リスク・市場関連リスク・流動性リスク・事務リスク・システムリスク等各種リス

クに対応した管理方針を整備し、役職員に徹底することにより、リスクの種類に応じた

管理を徹底します。 

　なお、共済事業については、全国共済農業協同組合連合会が定めた「ＪＡ共済コンプ

ライアンス・リスク管理方針」に従い、管理運営します。 

　信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化等により、貸出金・購買未収金等の元本や

利息の回収が困難となり、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

　当ＪＡでは、一定金額以上の貸出先に対する貸出等に係る審査は本店の審査部門が担

当し、貸出資産の健全性の維持・向上に努めます。審査にあたっては、特定の業種及び

貸出先に偏ることのないよう留意するとともに、個別案件についても担保価値のみにと

らわれることなく、貸出先の信用力・事業内容及び成長性を十分審査し、信用リスクの

管理を徹底します。なお、大口信用供与については、理事会に附議するとともに、その

信用供与先の経営状況等について定期的に理事会に報告します。 

　また、信用リスクを管理するために資産査定(自己査定)を実施して、信用リスクの程

度に応じた適正な償却・引当を行います。 

　さらに、市場関連取引にかかる信用リスクについては、取得に際しての格付け基準を

設定するとともに、発行体毎に与信状況を定期的に管理します。 

なお、融資・資金運用部門の担当者については、通信教育等の研修カリキュラムを実施

するなど与信管理能力の向上や専門知識の習得に取り組みます。 

リスク管理態勢 

リスク管理態勢 

9 リスク管理の状況 

（1）信用リスク 
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　流動性リスクとは、ＪＡの財務内容の悪化や信用の失墜により、必要な資金の確保が

できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金

利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）と、

市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格

での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。 

　当ＪＡでは、ＡＬＭ委員会においてＪＡ全体の資金繰りリスクを統合管理します。 

また、こうしたリスクに対応するため、常に資金バランスに留意し、適正な支払準備資

産を確保します。 

（3）流動性リスク 

　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことに

より、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

　当ＪＡでは、全ての業務に常に事務リスクが存在することを認識し、規程・要領等の

整備や研修・指導の充実に努めます。さらに、不正・不祥事件に対しては、迅速かつ適

切な対応をします。 

　また、日常の事務リスクに対応するための監査室を設置し、内部監査の充実・強化に

より、規程等の遵守状況をチェックし、事故の未然防止のための管理態勢を厳しく監査

します。 

（4）事務リスク 

　市場関連リスクとは、資産（貸出金・有価証券など）・負債（貯金など）双方の金利

変動にともなう「金利リスク」、株式や債券などの価格の変動に伴う「価格変動リスク」、

外国為替相場の変動に伴う｢為替リスク」並びにこれに関するリスクのことです。 

　当ＪＡでは、余裕金運用にかかる理事会に次ぐ意思決定機関として、ＡＬＭ委員会を

設置・運営し、理事会で定めた運用方針に基づき、資産・負債構成のバランス状況、市

場リスクの管理方針・運用方針の策定、運用状況やリスク管理の状況等について、過大

なリスクを負担していないか等を確認・協議します。これらの運用状況やリスク管理の

状況等については、定期的に理事会に報告します。 

　ＡＬＭ委員会は、常勤役員・各部長・関係課長で構成し、毎月開催しています。 

（2）市場関連リスク 
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　システムリスクとは、コンピュータ・システムの停止又は誤作動など、システムの不

備等やコンピュータが不正に使用されることにより、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

　当ＪＡでは、系統グループである中央会・全農・全共連等と連携の上、コンピュータ・

システムの安定稼動のため、安全かつ円滑な運用に努めます。 

　また、コンピュータの不正利用防止についても日常のチェックシステムや各種監査に

よるチェック体制を整備して事故防止に努めます。 

　さらに、顧客情報の保護等セキュリティ管理や防犯・防災等に細心の注意を払い、シ

ステムの安全性・信頼性の維持を図ります。 

（5）システムリスク 

　法務リスクとは、ＪＡ経営、取引等に係る法令・定款・規程等に違反する行為並びに

その恐れのある行為が発生することで、当ＪＡの信用の失墜を招き、当ＪＡが損失を被

るリスクです。 

　ＪＡ事業は信用・共済・経済等の幅広い活動を通じて、地域社会の発展と組合員のより

豊かな生活設計へのお手伝いをさせていただくという、社会的使命と責任を担っています。 

　当ＪＡでは、経営理念・基本理念・コンプライアンスマニュアル等に則り、リスクを

適切に把握・管理し、コンプライアンス態勢の構築を図ります。 

（6）法務リスク管理 

　評判リスクとは、資産の健全性や収益力、自己資本、規模、成長性、利便性などＪＡ

の評判を形成する内容が劣化し、ＪＡへの安心度・親密度が損なわれることにより、Ｊ

Ａの評判が低下するリスクのことです。 

　当ＪＡに対する評判を適切に把握し、積極的にＪＡの経営内容を情報開示することに

より、組合員・地域住民の皆様から信頼される経営を目指します。 

（7）評判リスク 

　その他のリスクとは、上記リスク以外の法令等の制定・改廃、新商品の発売、新規業

務の開始等に伴い被る様々なリスクのことです。 

　当ＪＡでは、各々のリスク管理部署が経営方針に則り、適切にリスクを把握・管理す

ることにより、的確なリスク管理態勢の構築を進めます。     

（8）その他リスク 
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　昨今の金融機関を巡る相次ぐ不祥事の発生や、金融機関の業務内容、直面するリスク

の多様化・複雑化という情勢を踏まえ、徹底した自己責任原則に基づき、法令等を遵守し、

透明性の高い経営を行っていくことにより、金融機関としての社会的責任を果たしてい

くことがより一層求められていると認識しております。 

　そのため、当ＪＡの役職員の行動規範としての｢コンプライアンス･マニュアル｣を制定

し､役職員一人一人がその趣旨を踏まえて日常の業務運営に取り組んでおります。 

　また、ＪＡグループ内におけるコンプライアンス態勢の一環として、ＪＡ栃木ヘルプ

ライン(ＪＡグループ内部告発制度)を構築しております。ＪＡの役職員等からの通報に

より、早期に問題点を発見し、不祥事の未然防止並びに内部けん制機能の強化に努めて

おります(受付電話番号 028-625-1003)。 

法令遵守の態勢 

　内部監査部門については事業推進部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及

び各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、

改善事項の勧告などを通じて業務の運営の適切性の維持・改善に努めています。 

　内部監査は、ＪＡの本店・支店・子会社のすべてを対象とし、年度の内部監査計画に

基づき実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門

に通知され、定期的に被監査部門の改善取り組み状況をフォローアップするとともに、

監査結果の概要は定期的に理事会に報告しています。 

内部監査態勢 

　組合員・地域住民の皆様への住宅ローンやマイカーローンなど、各種ローン商品を提

供し、皆様に有効活用していただくことが大きな責務と考えております。 

　また、ＪＡは大切な財産を貯金としてお預かりし資金を運用致しますが、ご融資に際

しましては、農業協同組合法や関連法令を遵守するとともに、内部規程の定めるところに

より、適正な業務運営と健全な融資に努めております。 

貸出運営の考え方 
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　当ＪＡは、個人情報保護に対する社会的要請を十分に認識し、組合員等利用者の皆様の個人情報の適正な取扱

を推進していくことが、公共性を有するＪＡとしての重大な社会的責務と考えております。 

　当ＪＡは、このような責務を十分果たしていくとともに、安全・安心なサービスを提供し、皆様に信頼される

ＪＡであり続けるため、以下の個人情報保護方針に従い、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。 

　佐野農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取
り扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守する
ことを誓約します。 

　当組合は、個人情報を適正に取り扱うために、個人情報の保護に関する法律（以下「法」といます。）その他、

個人情報保護に関する関係諸法令及び農林水産大臣をはじめ主務大臣のガイドライン等に定められた義務

を誠実に遵守します。 

　個人情報とは、法第２条第１項に規定する、個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以

下も同様とします。 

 

　当組合は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令により例外と

して扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。 

　ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。 

 

　当組合は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令により例外として扱

われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知又は公表します。ただし、ご本

人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。 

 

　当組合は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のた

めに必要・適切な措置を講じ従業者及び委託先を適正に監督します。 

　個人データとは、法第２条第４項が規定する、個人情報データベース等（法第２条第２項）を構成する個人情

報をいい、以下同様とします。 

 

　当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人

データを第三者に提供しません。 

 

　当組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。 

　保有個人データとは、法第２条第５項に規定するデータをいいます。 

 

　当組合は、取り扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体

制の整備に努めます。 

 

　当組合は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に

努めます。 

以　上　 

佐野農業協同組合個人情報保護方針 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8. 

佐　野　農　業　協　同　組　合 
代表理事組合長　君　田　國　雄 

プライバシー・ポリシー 
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　当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員・利用者のニーズに

応えるため、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保

に努めるとともに、不良債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成22年

2月末における自己資本比率は、国内業務のみを営む金融機関の基準である4％を上

回る22.51％（前年度23.97％）となりました。 

　当ＪＡの自己資本は、組合員の出資金2,413百万円（前年度2,366百万円）及び

内部留保による積立により構成されています。 

　当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自

己資本比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの

管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留

保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。 

　ＪＡは、さまざまな事業部門を持った総合的な事業体です。事業の利用は組合員

ばかりでなく、広く組合員以外の皆様にもご利用いただくことができます。また、

当ＪＡでは25人のファイナンシャル・プランニング技能士を配置し、組合員・利用

者のライフスタイルやニーズ（貯蓄計画・税金対策・相続問題等）に応じた総合的

な生活設計（ライフプラン）を提案しております。 

自己資本比率の状況 

事業のご案内 

経営の健全性の確保と自己資本の充実 

＊次に主な事業についてご案内致します。 

10 自己資本の状況 

11 主な事業の内容 
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　組合員はもちろん、地域にお住まいの皆様からの貯金を
お預かりしております。 
　当座貯金、普通貯金、決済用貯金、スーパー定期、期日指定
定期、定期積金、総合口座などの各種商品を、目的や期間に
あわせてご利用いただいております。 

　信用事業は、貯金・融資・為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を指します。 

　この信用業務は、ＪＡ・農林中金が有機的に結びつき、実質的にひとつの金融機関として機能

するＪＡバンクシステムとして大きな力を発揮しています。 

　あわせて、皆様からのお預かりした大切な貯金を守るため、法律に基づく公的な制度である貯

金保険制度に加え、全国のＪＡがお互いに協力しあって安心を支える破綻未然防止システムの二

重の仕組み（ＪＡバンク・セーフティーネット）を築いています。 

貯金業務 貯金業務 

当座貯金 
　お支払いに小切手、手形などをご利用いただける貯金です。商店・会社等の事業用の口座として

大変便利です。 

普通貯金 
　お預け入れ・お引出しが自由にできる貯金です。公共料金等の自動引き落としや、各種クレジッ

ト代金の自動振替、給料・年金の自動振込等、日常生活に必要なお金をお財布代わりに出し入れ出

来る利便性を持っています。但し、ＡＴＭによる１日あたりの利用限度額は原則として50万円と

なっております。また、ペイオフでも全額保護される決済用貯金も取り扱っております。 

総合口座 

　「貯める・使う・借りる」を一冊にした万能口座です。いざというときには定期貯金の90％

以内、最高300万円まで自動的にご融資させていただくことも可能です。 

信 用 事 業 

通知貯金 

　まとまったお金の短期運用に最適な貯金です。据置期間（7日間）経過後はお引き出しが可

能となりますが、その場合には、2日以上前にお知らせください。 
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大口定期貯金 

　1千万円以上のまとまった資金の運用として、1か月～5年

以内の期間が自由に選べる安全で有利な利回りの貯金です。 

スーパー定期貯金 

　いくらからでもお預け出来る身近な定期貯金です。期間は1か月～

5年以内で3年以上のものは半年複利で計算されとても有利です。 

期日指定定期貯金 

　300万円未満の資金運用に1年毎の複利で計算します。据置期間（1年）経過後はご自由に

満期日を指定できるほか、一部解約もでき、大変便利な定期貯金です。 

貯蓄貯金 

　普通貯金と同じように出し入れ自由で、短期のお預け入れに最適です。お預け入れ残高に応

じて金利が段階的に高くなります。 

変動金利定期貯金 

　6か月ごとに利率を見直し、新しい利率で運用する貯金です。満期までの期間中に、金利が

上昇すれば、固定金利の商品よりも有利に運用することができます。ただし、金利下降時には

固定金利よりも低くなることもあります。お預入期間は3年で、お利息を半年複利で計算します。 

積立定期貯金 

　マイペースに積立て、将来に備えてまとまった資金を貯めていただくのに最適な定期貯金で

す。ご利用者が、あらかじめ指定した目標日に積立元利金合計額を一括して受け取る「目標日

指定式」と満期日を定めない積立自由な「継続式」があります。 

定期積金 

　将来の生活設計のため、ご結婚の準備、事業の拡張など長期計画に備えて資金を蓄えるのに

最適です。1回の掛金が千円以上、期間は6か月～7年以下となっています。 
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　全国ＪＡ・信連・農林中金の約11,000の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店

舗と為替網で結び、当ＪＡの窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込・送金や手形・小

切手等の取立が安全・確実・迅速にできる内国為替をお取り扱いしております。 

マイカーローン 
　新車や中古車の購入をはじめ、修理・車検費用など、さまざまな用途にご利用いただけます。 

融資業務 融資業務 

　組合員へのご融資をはじめ、地域住民の皆様へ住宅ロ
ーンやマイカーローンなど、各種ローン商品や環境問題
に対応したEco（エコ）ライフローンを提供しています。 
　また、地方公共団体、農業関連産業などへのご融資や、
（株）日本政策金融公庫等の融資の申込みのお取次ぎもし
ております。 

　あらかじめ決められたお借入れ枠の範囲内なら、いつでも何回でもご利用いただけます。

急な出費の際の強い見方です。 

カードローン 

　マイホームの新築・増改築、新築・中古住宅の購入、土地購入など幅広くご利用いただけ

ます。他金融機関等ですでにご利用の住宅ローンの借り換えにもご利用いただけます。 

住宅ローン 

　お子様の入学金や授業料はもちろん、アパート代や下宿代等の住居費など、教育に関する

さまざまな用途にご利用いただけます。 

教育ローン 

　地球環境問題に対応するため、環境保全に貢献できる「太陽光発電システム・エコキュー

ト・オール電化等」の設置・購入資金、及び環境に配慮した設備に伴う、住宅リフォーム資

金にご利用いただけます。 

Eco（エコ）ライフローン 

　住宅をバリアフリーにするリフォーム資金から、介護機器の購入などの介護費用にご利用

いただけます。 

介護支援ローン 

為替業務 為替業務 

DISCLOSURE
2010

18



　「ＪＡバンク相談所」をＪＡ栃木中央会内に設置し、ＪＡの信用事業に関する苦情等の受付

をしております。利用者からの苦情等の申し出があった場合は、これを誠実に受け止め、円滑

な解決が図られるよう取り組んでおります。（受付電話 028-625-1003） 

　また、通帳やカードの盗難・紛失等があったときの事故防止のため、「監視センター」を設置

し24時間体制で対応しております。利用者が安心してＪＡの信用サービスを受けられるよう

努めております。（受付電話番号 0120-08-2065） 

ご利用者対応 ご利用者対応 

当ＪＡでは、次のようなサービスを提供しております。 
 

●コンピューター・オンラインシステムを利用して、各種自動受取り・各種自動支払いや事業

主の皆様の給与振込サービス・自動集金サービス・口座振替サービス・デビットカードサ

ービスなどのお取り扱い。 

●パソコンや携帯電話からインターネットを利用し、年中無休で24時間いつでも残高照会や

振込・振替等ができる「ＪＡネットバンク」サービス。 

●貸金庫のご利用、全国のＪＡでの貯金の出し入れや銀行・郵便局・信用金庫・更にはセブン

イレブン及びイトーヨーカドーに設置されたセブン銀行のＡＴＭなどでも現金引き出しので

きるキャッシュサービス。 

●ＪＡ窓口に出向くことなく自宅や、外出先からネットバンク経由で、国・地方公共団体等へ

の税金・公共料金等の各種料金の支払いができるマルチペイメントネットワークサービス。 

●組合員・利用者の皆様に安心、便利で多彩なサービスの一環としてご提供している新

ＪＡカード(クレジットカード)のお取り扱い。また、ＩＣキャッシュカード機能とクレジット

機能が一枚となった便利な一体型カードのお取り扱い。 
 

　その他、偽造キャッシュカード等金融詐欺犯罪対策として、本人確認の徹底、ホームページ

等での注意喚起、ＡＴＭにおける覗き見防止措置、更には手のひら生体認証システムにより安

全性を向上させたＩＣキャッシュカードの発行など、各種対応を講じております。　 

サービス・その他 サービス・その他 

　各種投資信託の募集・販売等を取り扱っております。（佐野南支店・田沼支店での取り扱い

となります。）なお、元本及び分配金の保証はありません。また、所定の手数料がかかります。 

投信窓口販売 投信窓口販売 

　国債の窓口販売の取り扱いをしております。個人向け国債は、年4回（4月、7月、10月、1月）

発行されます。 

国債窓口販売 国債窓口販売 
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受入為替手数料（為替に関するもの） 

Ａ  

Ｔ  

Ｍ 

（
カ
ー
ド
） 

窓
　
　
口 

（
電
信
扱
い
） 

窓
　
　
口 

（
文
書
扱
い
） 

Ａ  

Ｔ  

Ｍ 

（
現
　
金
） 

ネ
ッ
ト
バ
ン
ク 

振
込
手
数
料 

種類 区　分 
当JA 
本支店 
（注ａ） 

県内 
ＪＡ 

県外 
ＪＡ 

他金融 
機関 

Ｊ
Ａ
カ
ー
ド 

※上記の金額には、消費税及び地方消費税を含む。 

ATM利用手数料 

8：45～21：00

8：45～21：00

9：00～17：00

9：00～17：00

8：45～18：00

18：00～19：00

8：45～18：00

18：00～19：00

9：00～14：00

14：00～17：00

9：00～17：00

8：45～18：00

18：00～19：00

9：00～14：00

14：00～17：00

9：00～17：00

8：00～ 8：45

8：45～18：00

18：00～21：00

9：00～14：00

14：00～17：00

9：00～17：00

 

 

 

 

無　料 

105円

210円

105円

210円

210円

105円 

無　料 

105円 

105円 

210円 

210円 

3万円未満　1件

3万円以上　1件

3万円未満　1件

3万円以上　1件

3万円未満　1件

3万円以上　1件

3万円未満　1件

3万円以上　1件

3万円未満

3万円以上 

送信小切手1件 普通 送　金 
手数料 

105円

315円

210円 

420円

  52円

  52円

105円

315円

無料

無料 

420円 

210円

420円

210円 

420円

105円

210円

105円

315円

  52円

105円 

420円 

525円

735円

420円 

630円

105円

210円

420円

630円

  52円

105円 

630円 

525円

735円

420円 

630円

315円

525円

420円

630円

210円

420円 

630円 

取 扱 手 数 料 項 目 金  額 備  考 料金基準 

52円

52円

105円

630円

定時自動集金手数料 1件当り 

1件当り 

1件当り 

1通につき 

定時自動送金手数料 

口座振替手数料 

振込・送金の組戻料 

（当JA内） 

（当JA内） 

（当JA外） 

（当JA 
本支店） 

（当JA 
本支店） 

（他行、 
他JA） 

所定の為替 
手数料 
 

普
通 

至
急 

手
数
料 

代
金
取
立 
種類 区　分 当JA 

本支店 
県内 
ＪＡ 

佐野市内 
の他金融 
機関店舗 

県外JA 
及び 

佐野市外 
の他金融 
機関店舗 

1通につき 

1通につき 

210円 420円 

630円 

210円 

840円 

630円 

840円 （注ｂ） 

諸
手
数
料 

そ
の
他 

ただし、630円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴します。 

○他行向け税金・公共料金取次料（足銀を除く） 
○振込送金の組戻料  
○不渡手形返却料  
○取立手形組戻料  
○取立手形店頭呈示料  

 
1通につき 
1通につき 
1通につき 
1通につき 

525円 
630円 
630円 
630円 
630円 

※上記の金額には、消費税及び地方消費税を含む。 
※注ａ・・・窓口扱いの同一店舗内振込手数料は、JA本支店振込手数料に準じます。 
※注ｂ・・・株式配当金領収書の代金取立手数料も所定の手数料を徴収します。 

キャッシング・サービス利用手数料（1回につき） 

利　用　時　間 手数料 

平　　　日 

土・日・祝日 

無　料 
8：45　～　19：00

9：00　～　17：00

キャッシュカードの 
種　類 曜　日 支・受 時間帯 手数料 キャッシュカードの 種　類 曜　日 支・受 時間帯 手数料 

当ＪＡカード 
県内ＪＡカード 

全国ＪＡカード 

他 行 カ ー ド  

当JAのカードを 
ゆうちょ銀行の 
ATMで利用する 
場合 

平　日 

無　料 
土・日 
祝　日 

平　日 

土曜日 

日曜・祝日 

日曜・祝日 

平　日 

土曜日 

平　日 

土曜日 

日曜・祝日 

支　払 

受　入 

支　払 

受　入 

支　払 

〃 

受　入 

〃 

支払・受入 

〃 

支払・受入 

支　払 

〃 

支　払 

〃 

支　払 

支払・受入 

支払・受入 

支払・受入 

支払・受入 

支払・受入 

支払・受入 

手数料一覧 手数料一覧 
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取　扱　手　数　料　頂　目 取　扱　手　数　料　頂　目 料金基準 金　　額 備　　　考 
残高証明書発行手数料 
融資見込証明願発行手数料 
住宅金融公庫申請書類（年金住宅融資含） 
信用調査手数料（データバンク等） 

全額繰上返済 
全額繰上返済 （借換償還） 
一部繰上返済 
条件変更 
全額繰上返済 
一部繰上返済 
固定金利を選択する場合　事務手数料 
 

固定金利期間中に繰上返済を行う場合 
 
 

 
 
国債窓販の保護預り手数料 

株式払込金取扱手数料 
 
 

住宅ローン事務手数料 
 
 

協同住宅ローン保証（KHL）事務手数料 
 

取引履歴明細発行手数料（どちらか選択） 
 
カードローン口座開設 
住宅取得年末残高証明再交付 
火災保険質権設定手数料 
 
 
 

硬貨取扱い手数料 
 
 
 
 
個人情報―利用目的開示手数料 

割賦返済貸出に係る 
手数料 

協同住宅ローン 
（KHL）保証 

住宅ローン及び 
農住等賃貸資金の 
固定金利に関する 
手数料 

1件当り 
1件当り 
 
 

1件当り 
1件当り 
1回当り 

315円 
10,500円 
実　費 

実費×1.5 
3,150円 
5,250円 
3,150円 
3,150円 
10,500円 
5,250円 

※注C　5,250円 

21,000円 
 

31,500円 
 

42,000円 
 

無　料 
払込額×0.25％× 
(1+消費税率)+実費 

10,500円 

21,000円 
 

31,500円 
31,500円 
31,500円 
1,050円 
1,050円 
787円 
315円 
210円 
無　料 
105円 
210円 
420円 
630円 
945円 
1,260円 
315円 
500円 

※上記の金額には、消費税及び地方消費税を含む。 

※上記の金額には、消費税及び地方消費税を含む。 

郵送料実費を別に徴収 

協同住宅（KHL）に支払 

※注C 
　再度固定金利を選択す 
　る場合又は変動金利 
　から固定金利を選択す 
　る場合（協同住宅ロー 
　ン保証も含む） 

協同住宅（ＫHL）に支払 

※公的調査のための依頼の場合は除く 
※H10年1月以降の国民年金保険 
　料の納付履歴は無料 
（H19.7.26より） 

・お取り扱い1件あたりの 
　手数料 
・持込枚数あるいは、受 
　け取り枚数のいずれか 
　多い方を対象 
・入出金の場合も同様です 
・１営業日の複数回の回 
　数を累積カウントし該 
　当手数料無料 
 
・同一金種、汚損の交換 

繰上返済額5百万円 
未 満 の 場 合  
繰上返済額5百万円 
以上1千万円未満 
繰 上 返 済 額  
1千万円以上の場合 

　 

一　括　払 
 

5百万円未満 
5百万円以上 
1千万円未満 
1千万円以上 
新築・購入コース 
借換コース 
1取引先当り 
1口座当り 
1口座当り 
1件当り 
 

 1 ～ 100枚 
 101 ～ 300枚 
 301 ～ 500枚 
 501 ～ 1000枚 
 1001 ～ 2000枚 
 2001 ～ 3000枚 
 3001 ～ 4000枚 
1000枚毎　加算 
1件当たり 

取　扱　手　数　料　頂　目 取　扱　手　数　料　頂　目 料金基準 金　　額 備　　　考 
小切手帳 
約束手形代 
マル専約束手形 
マル専口座開設手数料 
入金帳 

カード・通帳・証書再発行手数料 
 
ＩＣキャッシュカード発行・更新手数料 
自己宛小切手発行手数料 
約束手形代（手形貸付） 
証書貸付用紙代 
夜間金庫利用料 
 

貸金庫使用料（年間） 

735円 
735円 
525円 
3,150円 
無　料 

525円 
 

無　料 
525円 
210円 
2,100円 
2,100円 
8,400円 
10,500円 
12,600円 
10,080円 

田沼支店 

佐野南支店 

※紛失通帳の解約 
　＝通帳再発行後解約 
　残1,000円未満無料 
　残1,000円以上有料 

1冊当り 
1冊当り 
1枚当り 
新規初回 
1冊当り 

1件当り 
 

1件当り 
1件当り 
1枚当り 
1　   式 
月　  額 

Ａ型（59×30×8） 
Ｂ型（59×30×16）
Ｃ型（59×30×24）
全自動（35×26×10） 

その他信用手数料（為替以外の役務に関するもの） 

信用雑収入（用紙代収入と施設利用とその他信用事業で分類が困難なもの） 
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　共済期間が長く（5年以上）、事故があったとき、又は
満期のときに共済金が支払われます。主なものは次の通
りです。 

　共済事業は、一般の保険でいう生命保険と建物や自動車などの損害保険の両方の機能を兼ね備
えており、万一の病気や災害に備えて、「ひと・いえ・くるま」の生活総合保障を提供すること
により、農業経営や生活の安定を目指しています。 
　このため、ＪＡとＪＡ共済連は、組合員・利用者の皆様に密着した生活総合保障活動を行って
います。 
　また、ＪＡとＪＡ共済連が共同で契約を引受け、ＪＡの経営に万が一の事態が生じた場合でも、
必ず保障が継続されることになっています。 
　なお､経営の健全性と事業の安定性を測る指標として支払余力（ソルベンシー･マージン）比
率がありますが、ＪＡ共済連の平成22年3月期は､952.7％（前年度860.4％）で、経営の健全
な水準とされる200％を大きく超えており､十分な支払余力を確保しております。 
　ＪＡ共済が一般の保険と異なる点は、その共済資金が組合員の生活・福祉や農業生産拡大のた
めに低利で融資されるほか、農業共同利用施設などに活用されていることです。 
　さらに、社会貢献事業として交通事故防止や交通傷害者の社会復帰施設のための募金活動に
協力するほか、軽スポーツの普及による健康管理や高齢者対策など生活福祉活動及び書道やポス
ターコンクール等の文化支援活動を行っております。 
　また、「ＪＡ共済しあわせ夢くらぶ」を設け、複数の共済契約をＪＡ共済フォルダーにまとめて
いただくことにより、掛金の割引等様々な会員特典を用意し、サービスの向上を図り、3Ｑ訪問
活動等により組合員とのお付き合いを大切にしております。 

長期共済 長期共済 

終身共済 
　万一のときはもちろん、病気やケガなどへの備えも確かな生涯保障プランです。多彩な特約
で、保障内容を自由に設計できます。 

養老生命共済 
　万一のときの保障と、将来の資金作りを両立させたプラン
です。病気やケガも幅広く保障します。 

こども共済 
　お子様の成長に合わせて祝金（又は学資金）を受けること
ができます。契約者（親）が万一のときは、満期まで毎年養
育年金を受け取れるプランもあります。 

共 済 事 業 
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新医療共済 
　病気やケガによる入院・手術を一生涯又は80才まで手厚く保障します。日帰り入院から長
期の入院まで幅広く保障します。22年4月からは先進医療保障の取り扱いも始めました。 

引受緩和型定期医療共済 
　一定期間（5年）内の入院・手術といった医療を手軽な掛金で保障するプランです。今ま
で健康状態などからご加入いただけなかった方でもご加入いただける50才から75才の方を
対象とした簡単な告知でご加入いただける保障プランです。 

建物更生共済 
　火災・落雷はもちろん地震や台風などの自然災害にも幅広く保障します。また、満期共済金
は、建物の新築・増改築や家財の買替資金として活用できます。 

年金共済 
　生存中一定期間、又は生涯にわたり年金を受け取ることができ、老後の生活資金準備のため
のプランです。最低保障予定利率が設定されているので安心です。 

定期生命共済 
　一定期間（5年・10年）内の万一のときや、病気・ケガなどを手軽な掛金で保障するプラ
ンです。 

がん共済 
　がんによる入院・手術等のときに一定額が支払われます。すべてのがんのほか、脳腫瘍も対
象としています。 
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　共栄火災保険商品の取り扱いをしており
ます。商品は次のとおりです。 共栄火災保険商品 共栄火災保険商品 

火災共済 
　建物や家財が火災により損害を受けたときに、保障される共済です。 

傷害共済 
　日常のさまざまなアクシデントにより傷害を受けたときに保障される共済です。 

② 海外旅行保険  
　海外旅行における傷害を幅広く保障する保険です。 

③ ゴルファー保険 
　ゴルフのプレイ中、練習中などの本人のケガ、他人にケガをさせた場合、用具の盗難・損害、
ホールインワン、又はアルバトロス達成時の保障がワンセットになった保険です。 

自賠責共済 
　人身事故の被害者保護のため、法律ですべての自動車に加入が義務づけられている共済です。 

自動車共済 
　対人・対物賠償をはじめ、傷害保障（人身傷害保障、傷害給付）、車両保障など、万一の自
動車事故を幅広く保障します。また、家庭用自動車共済「クルマスター」には安心がムダなく
そろい、まさかの時に必要な保障がうけられる個人向け自動車共済です。 

　共済期間が短く（5年未満）、事故があったときに共済
金が支払われます。主なものは次の種類のとおりです。 短期共済 短期共済 

① Happy  Home  2
　利用しやすい保険料で自然災害を含めた幅広い保障をカバーしている住宅ローン専用の
火災保険です。 

（JA住宅ローン関連の長期火災保険） 
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　購買事業は、肥料や農業生産に必要な物資を共同購入し、それを組合員・地域の皆様へ供給する事
業です。この事業は、計画的な購入によって、安い単価で仕入れ、流通経費を節約して、組合員・地域
の皆様に安全・安心・良質な品物を提供するものです。 
　取り扱い品目は、肥料・農薬・農機具等の農業生産に必要な資材から、生活用品・米・食品はもちろん、
住宅関連施設の提供なども取り扱っています。 

　販売事業は、組合員が生産した農産物などを共同で販売することで、より高い収入を得られるよう
にしていこうというものです。 
　消費者の皆様のニーズに応じた「安全・安心な農産物」を安定的に供給できるよう生産・販売体
制の強化に取り組んでいます。また、地産地消運動を推進し、地元で生産された農蓄産物を地域の
皆様に提供するため、直売所の運営などの事業についても積極的に取り組んでいます。 
　このように、農畜産物の供給を通じて消費者との連携をすすめ、農業の持続的発展を目指します。 

●葬祭事業 
　ご家族に突然のご不幸があった場合に、家族葬から社葬まで幅広くいずれのニーズにもお
応え出来るよう、２４時間体制で葬祭事業の取り扱いを行っております。 

●食材事業 
　新鮮で栄養バランスのとれた安心な食材の宅配サービスをお好みに合わせて取り扱って
います。 

ご連絡先　　　　　　0120－24－2960

ご連絡先　　0283－27－1328（安足食材センター） 

購 買 事 業 

販 売 事 業 

フリーダイヤル 
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●地域社会との結びつき強化に向けた活動 
　組合員・地域住民のニーズに応えた魅力あるグループの育成、行政と連携した食農教育な
どを行っています。また、農業体験セミナー（農夢塾）や市民農園の貸し出しなどにより、自然
とのふれあいや、栽培することの喜びを体験していただいています。直売所等を核として消
費者との交流も深めています。 

　指導事業は、営農指導事業と生活指導事業に大別されています。 
　これらは、組合員の営農活動・生活活動がより効果的に行われることを目的に行っています。 
　直接収益を生み出すという事業ではありませんが、販売・購買・信用・共済などの事業の要として進
められています。 

●健康管理活動 
　組合員とその家族が健康で生き生きと暮らし、さらに地域住民の健康志向に応えるため、
関連病院との連携による健康診断、日本型食生活の推進、食の安全・安心に関する食育セミ
ナー等を行っています。 

●JA女性会活動の支援 
　JA女性会は、住みよい地域社会づくりを目指して、様々な活動を展開しており、ＪＡはその
自主的活動を支援しています。 

指 導 事 業 

　ＪＡの営農指導は、単に技術指導を行うだけでなく、農畜産物を安定的に供給していく
ためのマーケティング対策や組合員の農業経営全般について指導し、認定農業者や集落営
農組織の育成など、農業政策に対応した農業経営を確立するよう働きかけていくものです。
すなわち、生産から流通までの仕組みをＪＡの総合的な力で指導援助することによって、
個々の農家では難しい所得の増大を集団の力で実現していこうとするものです。 
　また、安全・安心な農畜産物を消費者に提供し、「食」に対する信頼性を確保するため、
ＪＡグループを挙げて「農産物生産履歴記帳運動」を推進しており、これらの生産履歴記
録をもとに、生産情報の公開にむけた取り組みをすすめています。 

営農指導事業 営農指導事業 

　生活指導は、地域社会との共生や高齢者社会への対応等のため、「生活指導を通じた安心
で豊かな暮らしづくり」を目的として、組合員及び広く地域住民を対象に、地域社会の活性化
に貢献しています。 

生活指導事業 生活指導事業 
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　資産管理事業は、組合員が所有する土地の有効活用やアパートの管理・仲介業務を行っています。 
　また、組合員に対してその資産の有効活用を支援するため、意向に沿った提案を行うとともに、
法務・税務相談の資産相談会も開催しています。 

　組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設・育苗施設を設置して、多くの組合員・地域住民の
皆様にご利用いただいております。 
　また、組合員からの委託により、組合員が生産した農産物を加工（ジャム・みそ・精米等）する事業も
行っています。 

　デイサービスセンター「桃梨の里」及び居宅介
護支援センターでは、高齢化社会に対応した取り
組みを行っています。デイサービスを利用したい方、
お風呂のサービスを受けたい方、退院後が不安な方、
お気軽にご連絡、ご相談下さい。介護専門員（ケア
マネージャー）が介護計画（ケアプラン）を作成致
します。 

資産管理事業 

利用・加工事業 

福 祉 事 業 

デイサービスセンター「桃梨の里」 
　　　123－8820 

JA佐野 居宅介護支援センター 
　　　121－1159
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　当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と

公的制度である「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との

2重のセーフティネットで守られています。 

●「ＪＡバンクシステム」の仕組み　 

　ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（ＪＡバンク会員）で構成するグル
ープの名称です。組合員・利用者の皆様に、便利で安心な金融機関としてご利用いただ
けるよう、ＪＡバンク会員の総力を結集し、実質的にひとつの金融機関として機能する「ＪＡ
バンクシステム」を運営しています。 
　「ＪＡバンクシステム」は「破綻未然防止システム」と「一体的事業推進」を2つの柱
としています。 
 

●「破綻未然防止システム」の機能 

　「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するための仕組
みです。ＪＡバンク法（農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及
び強化に関する法律）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」を定め、ＪＡの経営上の問題
点の早期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに厳しいＪＡバンク独自の自主ル
ール基準（達成すべき自己資本比率の水準、体制整備など）を設定しています。 
　また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切な経営
改善指導を行います。 
 

●「一体的な事業推進」の実施 

　良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の
強化、共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事
業推進の取り組みをしています。 
 

●貯金保険制度 

　貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払戻しができなくなった場合などに、
貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資するこ
とを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同
様な制度です。 

系統セーフティーネット 

－貯金者保護の取り組み－ 
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1.  ＪＡの組織

●総会（総代会） 
　総会は、組合の意志を決定する最高機関であり通常総会と臨時総会があります。通常総会は、

毎事業年度に必ず１回定期的に開かれています。正組合員が500人を超えるＪＡでは、総会

に代わって総代会（総代数521名）を設けて、組合の意志決定をしていただいています。 
 

●理事・監事 
　組合業務の執行にかかる意志決定機関が理事会で、その理事会を構成する役員を理事と呼

んでいます。また、対外的に組合を代表する理事として、理事会で選任された理事を代表理

事と呼んでいます。 

　　　監事とは、理事の職務の執行を監査することを任務とする組合の必要常置機関です。 
 

●作目別生産者組織（部会と協議会） 
　同じ種類の作物を作っている組合員が集まり、その作目の生産・販売計画の樹立や共同作

業の実施、技術の改善などをすすめているのが作目別の部会や協議会です。 
 

●青壮年・女性組織 
　ＪＡ青壮年部  
　農業を担う青壮年たちが集まり、営農改善などの活動を進めているのがＪＡ青壮年部です。 

　ＪＡ青壮年部は、情熱と行動力をもって一般会員に協同を呼びかけ、ＪＡへの結集を訴え

るとともに、ＪＡに対して建設的な意見を述べ、ＪＡ運動の改革・強化を進めることを基本

に活動しています。 

　学習と実践の繰り返しを通じて、協同の力で一人一人の生活の向上を図り、農業生産の向

上あるいは農村社会の発展に努めています。 

　  ＪＡ女性会 
　女性の声を集約してＪＡに提案したり要求する役割を持ち、営農活動のほか、学習・生活

改善・消費者活動の他、文化・娯楽活動等幅広い活動に取り組んでいます。 
 

●年金友の会 
　ＪＡを通して年金の受給をされている方、もしくはＪＡからの年金受給を申込された方々

によって組織されており、ゲートボール・グラウンドゴルフ・輪投げ大会等のイベントを実

施し、会員同士の親睦と健康増進に努めています。 

【JAの概要】
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2.  機 構 図 組織機構図（平成22年3月1日現在） 
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3.  役員構成（役員一覧） 

6. 特定信用事業代理業者等の状況 

4.  組合員数 

5.  組合員組織の状況 

（平成22年5月末現在） （単位：人、団体） 

（平成22年2月末現在） 

組 合 長  
理 事 長  
専 務 理 事  
常 務 理 事  
常 務 理 事  
理 事  

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

常 勤  
非常勤 
常 勤  
〃 
〃 

非常勤 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

有 
無 
有 
無 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

君 田 國 雄    
　 橋 一 夫    
大 芦 　 宏    
木 村 弘 一    
山 本 　 茂      
落 合 　 武    
栗 原 　 武    
関 口 　 豊    
小 林 要 吉    
小 暮 博 志    
橋 本 統 平    
島 田 　 武    
熊 倉 　 廣    
若 田 部　紀　国    
山 口 順 一  
落 合 　 清     
中 村 良 一    
松 本 信 行      
立 　 川　栄次郎    
安 部 祐 一    
中 里 幹 雄    
石 井 　 隆     
田 中 敏 夫    
飯 島 誠 治    
亀 山 春 夫    
黒 田 義 明     
青 木 和 美    
射 残 　 進      
提 箸 邦 夫     
稲 原 　 実  
縫 田 　 徹      
野 部 利 平   
永 島 耕 作   
田 名 網　　　收  
　 　貫　郁　子  
立 　川　勝　美  

氏 名  常勤・ 
非常勤の別 

代表権 
の有無 

区　　　　　分 

 

稲 作 部 会  

ビ ー ル 麦 部 会  

営農集団連絡協議会 

機械化集団協議会 

か き 菜 部 会  

な す 部 会  

き ゅ う り 部 会  

大 根 部 会  

ト マ ト 部 会  

小 な す 部 会  

花 卉 部 会  

い ち ご 部 会  

果 樹 部 会  

肥 育 牛 部 会  

野 上 そ ば 組 合  

広 域 防 除協議会  

128 

160 

24 

20 

90 

66 

10 

5 

10 

3 

10 

90 

65 

19 

22 

902

青 色 申 告 部 会  

青壮年部 

　 〃  　植野支部 

　 〃  　吾妻支部 

女性会 

 〃  三好支部 

 〃  野上支部 

 〃  愛村支部 

 〃  常盤支部 

 〃  氷室支部 

 ひまわり会 

　生地区農区長連絡協議会 

佐野地区農産物受検組合 

三好農産物直売部会 

　生農産物直売部会 

年金友の会連絡協議会 

305 

41 

20 

21 

248 

48 

36 

91 

30 

43 

55 

26 

8 

27 

14 

11,014
 

代 表 監 事  
監　　　事  

〃 
〃 
〃 
〃 

常 勤 監 事  
員 外 監 事  

非常勤 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

常　勤 
非常勤 

― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 

栗 島 隆 司  
松 本 正 幸  
松 島 和 夫  
齋 　川　耕　作  
町 田 賢 司  
亀 田 春 男  
松 本 芳 雄   
山 中 　 繁  

役　職　名  
氏 名  常勤・ 

非常勤の別 
代表権 
の有無 

区　　　　　分 

増　減 21年度 20年度 区　分 

組　織　名 構成員数 
（人） 

構成員数 
（人） 

組　織　名 

正組合員 

個　　人 

法　　人 

准組合員 

個　　人 

法　　人 

合　　　計 

8,672 

8,648 

24 

9,583 

9,516 

67 

18,255

8,718 

8,697 

21 

10,202 

10,131 

71 

18,920

46 

49 

△  3 

619 

615 

4 

665

該当する事項はありません。 

役　職　名 
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本 店  

佐野厚生総合病院取次所 

佐 野 支 店  

佐 野 南 支 店  

営農・支援課　界AＴＭコーナー 

犬 伏 支 店  

堀 米 支 店  

旗 川 支 店  

赤 見 支 店  

赤見支店　石塚ＡＴＭコーナー

吾 妻 支 店  

田 沼 支 店  

田 沼 支 店 　 南 事 務 所  

三 好 支 店  

三好支店　野上ＡＴＭコーナー

愛 村 支 店  

愛村支店　飛駒ＡＴＭコーナー

　 生 支 店  

常 盤 支 店  

常盤支店　氷室ＡＴＭコーナー 

〒327－0007　佐野市金吹町2351 

〒327－8511　佐野市堀米町1728 

〒327－0003　佐野市大橋町3239-2 

〒327－0835　佐野市植下町4000-1 

〒327－0824　佐野市馬門町1358 

〒327－0805　佐野市犬伏中町1824-1 

〒327－0843　佐野市堀米町201-3 

〒327－0002　佐野市並木町1156-1 

〒327－0104　佐野市赤見町1223-1 

〒327－0103　佐野市石塚町1296-11 

〒327－0042　佐野市上羽田町1120 

〒327－0317　佐野市田沼町540-1 

〒327－0314　佐野市新吉水町451 

〒327－0306　佐野市戸室町1054 

〒327－0302　佐野市白岩町486 

〒327－0321　佐野市閑馬町361-1 

〒327－0231　佐野市飛駒町1578-1 

〒327－0507　佐野市　生西1-10-34 

〒327－0514　佐野市仙波町68 

〒327－0516　佐野市水木町1034-1

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　2台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　2台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

ＡＴＭ　1台 

2 0 － 2 0 0 0  

2 4 － 7 9 9 9  

2 4 － 3 7 1 7  

2 4 － 2 3 3 2  

2 4 － 3 4 2 0  

2 3 － 3 6 3 6  

2 4 － 2 0 6 5  

2 4 － 2 3 9 6  

2 5 － 0 2 2 4  

 

2 3 － 2 5 5 5  

6 2 － 1 2 1 2  

6 2 － 7 5 7 7  

6 2 － 1 0 0 5  

 

6 5 － 0 1 2 1  

 

8 5 － 2 0 9 0  

8 5 － 3 0 9 0  

 

店　舗　名 住　　　所 ＡＴＭ設置台数 電 話番号（０２８３） 

ＩＣキャッシュカード及び手のひら生体認証カードのお知らせ

・ＩＣキャッシュカードとは、従来の磁気ストライプキャッシュカードに「ＩＣチップ」を搭載したキャッシュ
　カードです。偽造や不正な読取りが困難なＩＣチップを搭載することにより、安全性が強化されました。 
　また、ＩＣキャッシュカードとＪＡカード（クレジット機能）が１枚になった
　＜ＪＡカード一体型＞もございます。 
・手のひら生体認証カードとは、お客様のＩＣキャッシュカード（ＩＣチップ）
　に登録した手のひら静脈データをもとに、ＡＴＭでお客様本人を特定します。
　手のひら静脈はお客様一人一人異なり、暗証番号とのダブルチェックを行うこ
　とで、偽造はもとよりキャッシュカードの紛失・盗難に対しても安全性がさら
　にアップします。 

7.  店舗等のご案内
（平成22年3月現在） 

（注） １．店舗以外のＡＴＭ設置4台　市役所、田沼庁舎、市民病院、佐野新都市  
 　　　２．設置されているＡＴＭはすべて手のひら生体認証に対応しています。    
 　　　３．生体認証登録機導入店舗：本店・佐野南支店・堀米支店・田沼支店・　生支店 
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資 産 の 部  
（単位：千円） 

１．信用事業資産 
　 （1）現金 
　 （2）預金 
　　　　系統預金 
　　　　系統外預金 
　 （3）有価証券 
　　　　国債 
　　　　政府保証債 
　　　　金融債 
　 （4）貸出金 
　 （5）その他の信用事業資産 
　　　　未収収益 
　　　　その他の資産 
　 （6）貸倒引当金（控除） 
２．共済事業資産 
　 （1）共済貸付金 
　 （2）共済未収利息 
　 （3）その他の共済事業資産 
　 （4）貸倒引当金（控除） 
３．経済事業資産 
　 （1）経済事業未収金 
　 （2）経済受託債権 
　 （3）棚卸資産 
　　　　購買品 
　　　　その他の棚卸資産 
　 （4）その他の経済事業資産 
　 （5）貸倒引当金（控除） 
４．雑資産 
　 （1）雑資産 
　 （2）貸倒引当金（控除） 
５．固定資産 
　 （1）有形固定資産 
　　　　減価償却資産 
　　　　減価償却累計額（控除） 
　　　　土地 
　 （2）無形固定資産 
　 （3）繰延消費税 
６．外部出資 
　 （1）外部出資 
　　　　系統出資 
　　　　系統外出資 
　　　　子会社等出資 
　 （2）外部出資等損失引当金 
７．長期前払費用 
８．繰延税金資産 
　　資産の部合計 

180,695,915

1,090,688

124,242,563

123,819,252

423,311

17,955,518

12,930,993

99,991

4,924,534

36,827,357

1,336,283

1,302,121

34,162

△  756,497

177,448

158,433

2,043

17,530

△  558

592,249

308,377

4,542

305,812

138,683

167,128

4,805

△  31,288

531,569

533,237

△  1,668

3,980,202

3,949,907

5,310,517

△  3,425,889

2,065,279

30,034

261

10,882,995

10,883,275

10,704,009

176,665

2,600

△  280 
43,984

24,856

196,929,221

179,561,387

1,403,923

125,605,866

125,265,478

340,388

16,792,434

10,856,916

99,981

5,835,537

35,412.919

1,134,115

1,114,728

19,387

△  787,781

95,278

75,599

975

18,971

△  266

646,071

282,074

3,927

395,890

175,935

219,955

6,084

△  41,905

565,933

566,325

△  392

4,008,783

3,983,929

5,264,970

△  3,346,070

2,065,029

24,387

466

7,016,025

7,016,305

6,843,009

170,695

2,600

△  280

38,789

80,654

192,012,925

金　　　額 科　　　目 （前　年　度） 
負 債 の 部  

（単位：千円） 

１．信用事業負債 
　 （1）貯金 
　 （2）借入金 
　 （3）その他の信用事業負債 
　　　　未払費用 
　　　　その他の負債 
２．共済事業負債 
　 （1）共済借入金 
　 （2）共済資金 
　 （3）共済未払利息 
　 （4）未経過共済付加収入 
　 （5）共済未払費用 
　 （6）その他の共済事業負債 
３．経済事業負債 
　 （1）経済事業未払金 
　 （2）経済受託債務 
　 （3）その他の経済事業負債 
４．雑負債 
　 （1）未払法人税等 
　 （2）その他の雑負債 
５．諸 引 当 金 
　 （1）賞与引当金 
　 （2）退職給付引当金 
　 （3）特別債務者支援引当金 
負債の部合計 
　 
１．組合員資本 
　 （1）出　資　金 
　 （2）資本準備金 
　 （3）利益剰余金 
　　　　利益準備金 
　　　　その他の利益剰余金 
　　　　特別積立金 
　　　　目的積立金 
　　　　　信用事業基盤整備積立金 
　　　　　肥料価格安定準備金 
　　　　　営農施設設置及び運営積立金 
　　　　　税効果調整積立金 
　　　　当期未処分剰余金 
　 　　（うち当期剰余金） 
　 （4）処分未済持分 
２．評価・換算差額等 
　 （1）その他有価証券評価差額金 
　　純資産の部合計 
負債及び純資産の部合計 

179,944,069

179,303,047

40,114

600,907

201,497

399,410

766,086

158,433

268,238

2,042

336,561

579

231

274,617

247,940

13,517

13,160

329,017

208,936

120,080

784,277

75,788

708,489

―
182,098,067

14,296,267

2,413,764

3,189

11,891,858

2,405,000

9,486,858

4,500,000

4,327,494

3,860,011

2,316

200,000

265,167

659,363

（439,413） 
△ 12,546

534,886

534,886

14,831,153

196,929,221

175,221,227

174,730,911

23,032

467,283

229,800

237,482

949,885

75,559

492,010

975

381,131

141

27

308,313

288,526

8,338

11,447

300,107

167,385

132,723

968,929

76,583

699,439

192,907

177,748,463

13,846,381

2,366,971

3,189

11,498,184

2,335,000

9,163,184

4,500,000

4,062,504

3,610,011

2,235

200,000

250,257

600,680

（328,310） 
△ 21,964

418,081

418,081

14,264,462

192,012,925

金　　　額 科　　　目 （前　年　度） 

純 資 産 の 部  

Ⅰ 決算の状況 

1 ．貸 借 対 照 表　平成22年2月28日現在 
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（単位：千円） 
金　　　額 科　　　目 （前　年　度） 

（単位：千円） 
金　　　額 科　　　目 （前　年　度） 

3,316,638
2,517,332
2,431,442

（1,257,188）
（287,620）
（886,629）
（　　　4）

47,597
18,496
19,796

540,412
372,750

（360,457）
（　9,990）
（　2,303）

22,073
― 

145,588
（  　　―） 
（145,588）
1,976,919

898,306
863,075

3,677
31,553
81,495
3,677

54,136
20,225
3,455

（　　291）
（　 3,163）

816,810
2,649,702
2,617,091

16,392
16,218

2,273,219
2,237,442

34,092
1,684

（  　　 ―）
（　　  17）
（    1,667）

376,483
554,053
402,336
60,898
90,818

480,385
384,260
12,160
83,964

（        ―） 
（  83,964） 

73,667
4,396
2,620
1,776

3,280,220
2,640,442
2,396,830
（1,204,892）
（302,829）
（767,026）
（122,082）

47,995
161,809
33,807

774,906
506,461

（496,689）
（   7,816）
（   1,956）

22,894
6,673

238,877
（  96,349）
（142,527）
1,865,535

951,870
916,227

1,682
33,960
87,171

　　　　1,682
63,458
18,693
3,336

（　　147）
（    3,188）

864,699
2,781,447
2,746,874

15,510
19,062

2,372,917
2,335,648

32,455
4,812

（    4,398） 
（  　　 ―）
（      414）

408,530
432,776
277,460
62,610
92,706

362,086
266,008
12,913
83,165

（      266）
（  82,898）

70,690
4,649
3,527
1,122

１．事　業　総　利　益 
　 （１）信用事業収益 
　　　　 資金運用収益 
　　　　 （預金利息） 
　　　　 （有価証券利息配当金） 
　　　　 （貸出金利息） 
　　　　 （その他受入利息） 
　　　　 役務取引等収益 
　　　　 その他事業直接収益 
　　　　 その他経常収益 
　 （２）信用事業費用 
　　　　 資金調達費用 
　　　　 （貯金利息） 
　　　　 （給付補てん備金繰入） 
　　　　 （その他支払利息） 
　　　　 役務取引等費用 
　　　　 その他事業直接費用 
　　　　 その他経常費用 
　　　　 （貸倒引当金繰入額） 
　　　　 （その他費用） 
　　信用事業総利益 
　 （３）共済事業収益 
　　　　 共済付加収入 
　　　　 共済貸付金利息 
　　　　 その他の収益 
　 （４）共済事業費用 
　　　　 共済借入金利息 
　　　　 共済推進費 
　　　　 共済保全費 
　　　　 その他の費用 
　　　　 （貸倒引当金繰入額） 
　　　　 （その他費用） 
　　共済事業総利益 
　 （５）購買事業収益 
　　　　 購買品供給高 
　　　　 修理サ－ビス料 
　　　　 その他の収益 
　 （６）購買事業費用 
　　　　 購買品供給原価 
　　　　 購買品供給費 
　　　　 その他の費用 
　　　　 （貸倒引当金繰入額） 
　　　　 （貸倒損失） 
　　　　 （その他費用） 
　　購買事業総利益 
　 （７）販売事業収益 
　　　　 販売品販売高 
　　　　 販売手数料 
　　　　 その他の収益 
　 （８）販売事業費用 
　　　　 販売品販売原価 
　　　　 販売費 
　　　　 その他の費用 
　　　　 （貸倒引当金繰入額） 
　　　　 （その他費用） 
　　販売事業総利益 
　 （９）農業倉庫事業収益 
　 （10）農業倉庫事業費用 
　　 農業倉庫事業総利益 

17,742
10,271
7,471

149,811
58,791
91,019
66,305
9,594

56,710
83,505
15,356
1,170

14,185
24
― 
24

67,144
53,509
13,635
5,796

53,638
△47,841

2,721,150
1,965,232

221,897
109,169
418,163

6,687
595,487
41,126

231
8,024

19,563
13,307

488
308
179

636,125
48,039

―
22,788
17,114
4,052
4,083

30,888
8,463

22,394
―
30

653,276
210,541

3,321
439,413
216,629

―
3,321

659,363

20,653
10,160
10,492

152,613
64,038
88,575
65,089
11,521
53,567
87,524
13,052
1,003

12,049
33
―
33

58,241
47,484
10,757
5,433

56,648
△ 51,214
2,763,466
1,984,033

233,568
113,493
425,570

6,800
516,753
186,409

55
150,515
19,449
16,388
1,104

602
502

702,058
7,281

222
3,551

112
3,289

105
201,772

2,537
3,551

192,907
2,776

507,567
197,488
△ 18,230

328,310
272,289

80
―

600,680

　 （11）加工事業収益 
　 （12）加工事業費用 
　　加工事業総利益 
　 （13）利用事業収益 
　 　　　 共同乾燥施設収益 
　 　　　 その他利用収益 
　 （14）利用事業費用 
　 　　　 共同乾燥施設費用 
　 　　　 その他利用費用 
　　利用事業総利益 
　 （15）宅地等供給事業収益 
　 （16）宅地等供給事業費用 
　　宅地等供給事業総利益 
　 （17）農用地利用調整事業収益 
　 （18）農用地利用調整事業費用 
　　農用地利用調整事業総利益 
　 （19）福祉事業収益 
　 （20）福祉事業費用 
　　福祉事業総利益 
　 （21）指導事業収入 
　 （22）指導事業支出 
　　指導事業収支差額 
２．事　業　管　理　費 
　 （１）人件費 
　 （２）業務費 
　 （３）諸税負担金 
　 （４）施設費 
　 （５）その他事業管理費 
事　業　利　益 
３．事　業　外　収　益 
　 （１）受取雑利息 
　 （２）受取出資配当金 
　 （３）賃貸料 
　 （４）雑収入 
４．事　業　外　費　用 
　 （１）寄付金 
　 （２）雑損失 
経　常　利　益 
５．特　別　利　益 
　 （１）固定資産処分益 
　 （２）一般補助金 
　 （３）貸倒引当金戻入益 
　 （４）償却債権取立益 
　 （５）その他の特別利益 
６．特　別　損　失 
　 （１）固定資産処分損 
　 （２）固定資産圧縮損 
　 （３）特定債務者支援引当金繰入 
　 （４）その他の特別損失 
税引前当期利益 
７．法人税・住民税及び事業税 
８．法人税等調整額 
　　当期剰余金 
　　前期繰越剰余金 
　　肥料価格安定準備金取崩額 
　　税効果調整積立金取崩額 
当期未処分剰余金 

2 ．損 益 計 算 書　平成21年3月1日から平成22年2月28日まで 
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継続組合の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。 

１．次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法 
　　①有価証券 
　　　有価証券の評価基準及び評価方法は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成11年 
　　　1月22日）に基づき、有価証券の保有区分ごとに次のとおり行っています。 
　　　ア．満期保有目的の債券・・　償却原価法(定額法) 
　　　イ．その他の有価証券 
　　　　・時価のあるもの・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法 
　　　　　　　　　　　　　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
　　　　・時価のないもの・・・・移動平均法による取得原価法 
　　　　　　　　　　　　　　　　なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認められる部分については償却原価 
　　　　　　　　　　　　　　　　法（定額法）による取得価額の修正を行っています。 
　　②棚卸資産 
　　　購買品・その他の棚卸資産は、最終仕入原価法により評価しています。 
 
２．固定資産の減価償却の方法 
　　①有形固定資産 
　　・建物 
　　　ア．平成10年3月31日以前に取得したもの 
　　　　　旧定率法によっています。 
　　　イ．平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの 
　　　　　旧定額法によっています。 
　　　ウ．平成19年4月1日以後に取得したもの 
　　　　　定額法によっています。 
　　・建物以外 
　　　ア．平成19年3月31日以前に取得したもの 
　　　　　旧定率法によっています。 
　　　イ．平成19年4月1日以降に取得したもの 
　　　　　定率法によっています。 
　　　　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。また、取得価格 
　　　10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均等償却を行っています。 
　　②無形固定資産 
　　　　定額法により償却しています。 
 
３．引当金の計上基準 
　　①貸倒引当金 
　　　貸倒引当金は、資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。 
　　　ア．破綻先債権及び実質破綻先債権 
　　　　　破綻先債権及び実質破綻先債権については、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額の合計額と、債 
　　　　　権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法により引き当てています。 
　　　イ．破綻懸念先債権 
　　　　ａ　与信額が5,000千円を超える債務者に対する債権は、担保の処分可能見込額並びに保証による回収可能見込額、
　　　　　及び債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もり、これらの合計額と債権の帳簿価額との差額 
　　　　　を貸倒引当金とする方法により引き当てています。 
　　　　ｂ　与信額が5,000千円以下の債務者に対する債権は、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率
　　　　　に基づき算出した金額を、貸倒引当金とする方法により引き当てています。 
　　 

継続組合の前提に関する注記 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 

3 ．注　記　表  ― 平成20年度 ―
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　　　ウ．上記ア、イ以外の債務者に対する債権 
　　　　　　正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）については、予想損失率で算定した金額と租税特別措置法 
　　　　　第57条の10により算定した金額のいずれか多い金額を計上しています。なお、この基準に基づき、当期は租税特
　　　　　別措置法第57条の10により算定した金額に基づき計上しています。 
 
　　　　すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が
　　　査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行っています。 
　　②賞与引当金 
　　　職員賞与の支給に備えるため、次期支給の賞与見積額のうち当期に属する期間対応分を計上しています。 
　　③退職給付引当金 
　　　将来の退職給付債務支給額のうち、当期までに発生していると認められる額を基礎として計上しています。 
　　④外部出資等損失引当金 
　　　外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同様の方法により、
　　　株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上しています。 
　　  ⑤特定債務者支援引当金 
　　　　特定債務者支援引当金は、ＪＡ栃木厚生連に対する支援金として必要な額を計上しています。 
 
４．消費税及び地方消費税の会計処理の方法 
　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は｢繰延 
　　消費税」に計上し､ 5年間で均等償却を行っています。 
 
５．決算書類に記載した金額の端数処理の方法 
　　　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「0」で表示しています。 

１．圧縮記帳額 
　　　土地収用法を受けて、また国庫補助金の受領により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は1,019,304
　　千円であり、その内訳は次のとおりです。 
　　　　建物　　　453,025千円　　　　車両運搬具　  9,636千円 
　　　　構築物　　243,276千円　　　　器具・備品　12,862千円 
　　　　機械装置　300,502千円 
 
２．リース契約により使用する重要な固定資産 
　　　　貸借対照表に計上した固定資産のほか、ＡＴＭ26台については、リース契約により使用しています。 
 
３．担保に供した資産等 
　　　担保に供した資産等は次のとおりです。 
　　・担保に供している資産 
　　　　　預金　　3,883,000千円 
　　・担保資産に対応する債務 
　　　　　県厚生連借入金に係る保証債務　　   380,000千円 
　　　　　為替決済に係る決済保証金　　　　 3,500,000千円 
　　　　　市税取扱に係る差入　　　　　　　 　   3,000千円 
　　　上記のほか、ＪＡバンク基本方針に定める相互援助預託基準に基づき、預金17,500,000千円を差し入れています。 
 
４．子会社等に対する金銭債権・債務の額 
　　　金銭債権の総額　　　　4,080千円　　　　　金銭債務の総額　　　　14,380千円 
 
５．理事及び監事に対する金銭債権・債務の額 
　　　金銭債権の総額　　　　 98百万円　　　　　金銭債務の総額　　　　　 －百万円 

貸借対照表に関する注記 
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６．貸出金のうち破綻先債権･延滞債権･3か月以上延滞債権･貸出条件緩和債権残高（元金） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１．破綻先債権とは、元本又は利息の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は
　　　　　弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息
　　　　　不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに
　　　　　掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。 
　　　２．延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし
　　　　　て利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。 
　　　３．3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債
　　　　　権及び延滞債権に該当しないものです。 
　　　４．貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元
　　　　　本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以
　　　　　上延滞債権に該当しないものです。なお、貸出条件緩和債権額(Ｄ)は「系統金融機関向けの総合的な監督指針」等
　　　　　に基づき、基準金利による判定を行っています。 
　　　５．上記1～4に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

１．子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額 
　　①子会社等との取引による収益総額　　　　　58,265千円 
　　　うち事業取引高　　　　　　　　　　　　　49,019千円 
　　　うち事業取引以外の取引高　　　　　　　　  9,245千円 
　　②子会社等との取引による費用総額　　　　　      57千円 
　　　うち事業取引高　　　　　　　　　　　　　      57千円 
　　　うち事業取引以外の取引高　　　　　　　　      ー千円 
 
２．特別損失 
　　　「特定債務者支援引当金繰入」として、ＪＡ栃木厚生連に対する支援引当金を192百万円繰り入れしています。 
 
３．追加情報 
　　　当年度から農林中央金庫の預金奨励金の損益計算書への表示を「その他受入利息」から「預金利息」に変更しています。
　　なお、表示変更による財務諸表への影響額はありません。 

損益計算書に関する注記 

（単位：千円） 
区　　　　　　　　分 金 額  

破綻先債権額 （Ａ） 
延滞債権額 （Ｂ） 
3か月以上延滞債権額 （Ｃ） 
貸出条件緩和債権額 （Ｄ） 
リスク管理債権額 （Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 
担保・保証付債権額 （Ｆ） 
貸倒引当金（個別評価分） （Ｇ） 
担保・保証等控除債権額 （Ｈ＝Ｅ－Ｆ－Ｇ） 

79,946
1,924,585

―
143,771

2,148,302
1,412,708

666,897
68,697

有価証券に関する注記 

（単位：千円） 

貸借対照表 計上額 時 価  評 価 差 額  
う ち 益  

国 債  
地 方 債  
政 府 保 証 債  
金 融 債  
社 債  
合 計  

―
―

99,981
―
―

99,981

―
―

102,328
―
―

102,328

―
―

2,346
―
―
―

―
―

2,346
―
―

2,346

う ち 損  
― 
― 
― 
― 
― 
― 

①満期保有目的の債券で時価のあるもの 
１．有価証券の時価、評価差額に関する事項 

区　　　　分 
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２．当年度中に売却した債券 
 その他有価証券 

なお、その他有価証券にかかる評価差額に、税効果相当額を加味した418,081千円が「その他有価証券評価差額金」に 
計上されています。 

②その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円） 

取 得 原 価  
又は償却原価  

貸 借 対 照 表  
計 上 額 評 価 差 額  

う ち 益  
国 債  
地 方 債  
政 府 保 証 債  
金 融 債  
社 債  
合 計  

10,286,538
―

5,800,000
―
―

16,086,538

10,856,916
―

5,835,537
―
―

16,692,453

570,377
―

35,537
―
―

　―　 

―
―

4,540
―
―

4,540

570,377
―

40,077
―
―

610,454 

う ち 損  （時価） 

 

（単位：千円） 
売 却 額  売 却 益  売 却 損  

11,615,864 161,809 6,673

（単位：千円） 

1 年 以 内  1 年超 5 年以内  5年超10年以内 1 0 年 超  

472,748
―

99,981
5,835,537

―
6,408,266

9,851,498
―
―
―
―

9,851,498

532,670 
― 
― 
― 
― 

532,670

国 債  
地 方 債  
政 府 保 証 債  
金 融 債  
社 債  
合 計  

―
―
―
―
―
― 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額　 

区　分 

区　　　　分 

期　間 

１．退職給付債務の内容 
　　①採用している退職給付制度 
　　　　職員の退職給付金に充てるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度に加
　　　え、同規程に基づく退職給付の一部に充てるため、全国農業協同組合役職員共済会との契約による特定退職共済制度、
　　　及び全共連との契約による適格退職年金制度を採用しています。 
　　　　なお、下記の他、全国農業協同組合役職員共済会に退職給付金が1,097,965千円あり、今年度、退職給付掛金　　　
　　　50,264千円を厚生費で支払っています。 
　　②退職給付債務及びその内訳 
　　　　　退職給付債務　　　　　　　　　　　（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　　1,550,608千円 
　　　　　年金資産　　　　　　　　　　　　　（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　　　△578,779千円 
　　　　　未積立退職給付債務　　　　　　　　（Ｃ＝Ａ＋Ｂ）　　　　　　　　　　　　　   971,829千円 
　　　　　未認識過去勤務債務 　　　　　　　  （Ｄ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　144,726千円 
　　　　　未認識数理計算上の差異 　　　　　  （Ｅ）　　　　　　　　　　　　　　　　　△314,118千円 
　　　　　会計基準変更時差異の未処理額 　　  （Ｆ）　　　　　　　　　　　　　　　　　△106,329千円 
　　　　　貸借対照表計上額純額 　　　　　　  （Ｇ＝Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）　　　　　　　　　　696,108千円 
　　　　　前払年金費用 　　　　　　　　　　  （Ｈ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ―千円 
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　  （Ｉ＝Ｇ－Ｈ）　　　　　　　　　　　　　　696,108千円 
　　　　　当期末要支給額（簡便法） 　　　　  （Ｊ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,225千円 
　　　　　過年度退職給付引当金不足額 　　　  （Ｋ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1,105千円 
　　　　　退職給付引当金　　　　　　　　　　（Ｌ＝Ｉ＋Ｊ＋Ｋ）   　　　　　　　　　　   699,439千円 
 
　　③退職給付費用の内訳 
　　　　　勤務費用　　　　　　　　　　　　　（ａ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65,666千円 
　　　　　利息費用　　　　　　　　　　　　　（ｂ）　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 25,541千円 
　　　　　期待運用収益　　　　　　　　　　　（ｃ）　　　　 　　　　　　　　　　　　　　△8,454千円 
　　　　　数理計算上の差異の費用処理額　　　（ｄ）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 48,935千円 
　　　　　過去勤務債務の費用処理額　　　　　（ｅ）　　 　　　　　　　　　　　　　　　 △28,520千円 
　　　　　会計基準変更時差異の費用処理額　　（ｆ）　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 35,443千円 
　　　　　臨時に支払った割増退職金　　　　　（ｇ）　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  ―千円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｈ=ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ+ｆ+ｇ）　　　 　　　 138,610千円 
　　　　　期中発生額（簡便法）　　　　　　　（ｉ）　　 　　　　　　　　　　　　　　　         415千円 
　　　　　退職給付費用　　　　　　　　　　　（ｊ=ｈ+ｉ）　　　　　　　　　　　　　　　139,025千円　　　　　　 

退職給付に関する注記 
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 
　　①税効果会計に伴う繰延税金資産及び負債 
　　　ア．繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 
　　　　　　　貸倒引当金損金算入限度超過額  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 217,426千円 
　　　　　　　賞与引当金損金算入限度超過額  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 23,741千円 
　　　　　　　未払事業税否認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12,070千円 
　　　　　　　退職給与引当金(税務上)損金算入限度超過額　　　　　　　　　　　　　　　　 216,826千円 
　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  20,912千円 
　　　　　　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 490,974千円 
　　　　　　評価性引当額(回収懸念額)   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　△   222,486千円 
　　　　　　繰延税金資産合計（ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   268,488千円 
　　　　　　繰延税金負債（ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0千円 
　　　　　　繰延税金資産の純額（ａ－ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　268,488千円･･･A 
 
　　　イ．法定実効税率と法人税等の負担率との間の重要な差異の主な内訳 
　　　　　法定実効税率  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31.0％ 
　　　　　　　　（調　整） 
　　　　　　　交際費等永久に損金に算入できない項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　3.7％ 
　　　　　　　受取配当金等永久に益金に算入できない項目　　　　　　　　　　　　　　　　  　△   4.4％ 
　　　　　　　住民税均等割等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  0.5％ 
　　　　　　　貸倒引当金等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  7.0％ 
　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  △   2.5％ 
　　　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35.3％ 
 
　　②有価証券の時価評価に伴う繰延税金資産及び負債の内訳 
　　　　　時価評価に伴う繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―千円 
　　　　　時価評価に伴う繰延税金負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187,834千円 
　　　　　時価評価に伴う繰延税金負債の純額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187,834千円･･･B 
 
　　③貸借対照表上に計上した繰延税金資産 
　　　　　 A（税効果に伴う繰延税金資産の純額） 
　　 　　－B（有価証券時価評価に伴う繰延税金負債の純額）　　　　　　　　　　　　　　　  80,654千円 

税効果会計に関する注記 

　　④退職給付債務等の計算基礎 
　　ア．採用した割引率は1.6％で、年金資産にかかる期待運用収益率は1.51％としています。 
　　イ．退職給付見込額については、発生給付評価方法に基づき、勤務年数による期間按分方式を採用しています。 
　　ウ．会計基準変更時差異の処理年数は10年とし、当該期間均等額をもって処理しています。 
　　エ．過去勤務債務の処理年数は10年とし、当該期間均等額をもって処理しています。 
　　オ．数理計算上の差異の処理年数は10年とし、当該期間均等額をもって処理しています。 
　　カ．デイサービス専門職員の退職給付債務については、簡便法により期末時点の自己都合要支給額をもって処理してい
　　　　ます。 

 
２．特例業務負担金 
　　　人件費は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止
　　する等の法律附則第57条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠
　　出した特例業務負担金19,936千円を含めて計上しています。 
　　　なお、同組合より示された平成20年3月現在における平成44年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、428,180千
　　円となっています。 

 
 
 
　　該当する事項はありません。 
 
 
 
 
　　該当する事項はありません。 

重要な後発事象に関する注記 

その他の注記 
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継続組合の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。 

１．次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法 
　　①有価証券 
　　　有価証券の評価基準及び評価方法は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成11年 
　　　1月22日）に基づき、有価証券の保有区分ごとに次のとおり行っています。 
　　　ア．満期保有目的の債券・・　償却原価法(定額法) 
　　　イ．その他の有価証券 
　　　　・時価のあるもの・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法 
　　　　　　　　　　　　　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
　　　　・時価のないもの・・・・移動平均法による取得原価法 
　　　　　　　　　　　　　　　　なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認められる部分については償却原価 
　　　　　　　　　　　　　　　　法（定額法）による取得価額の修正を行っています。 
　　②棚卸資産 
　　　購買品・買取販売品・その他の棚卸資産・・・最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価引き下げの方法） 
 
（会計方針の変更） 
　当期より「棚卸の評価に関する会計基準」を適用しています。 
　なお、この変更による当期の損益に与える影響は軽微であります。 
 
２．固定資産の減価償却の方法 
　①有形固定資産 
　　・建物 
　　　ア．平成10年3月31日以前に取得したもの 
　　　　　旧定率法によっています。 
　　　イ．平成10年4月１日から平成19年3月31日までに取得したもの 
　　　　　旧定額法によっています。 
　　　ウ．平成19年4月１日以後に取得したもの 
　　　　　定額法によっています。 
　　・建物以外 
　　　ア．平成19年3月31日以前に取得したもの 
　　　　　旧定率法によっています。 
　　　イ．平成19年4月１日以降に取得したもの 
　　　　　定率法によっています。 
　　　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。 
 
　②無形固定資産 
　　　定額法により償却しています。 
 
３．引当金の計上基準 
　①貸倒引当金 
　　　貸倒引当金は、資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。 
　　ア．破綻先債権及び実質破綻先債権 
　　　　　破綻先債権及び実質破綻先債権については、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額の合計額と、債
　　　　　権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法により引き当てています。 
　　イ．破綻懸念先債権 
　　　ａ　与信額が5,000千円を超える債務者に対する債権は、担保の処分可能見込額並びに保証による回収可能見込額、及び
　　　　債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もり、これらの合計額と債権の帳簿価額との差額を貸倒
　　　　引当金とする方法により引き当てています。 

継続組合の前提に関する注記 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 

注　記　表  ― 平成21年度 ―
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　　　ｂ　与信額が5,000千円以下の債務者に対する債権は、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率に
　　　　基づき算出した金額を、貸倒引当金とする方法により引き当てています。 
　　ウ．上記ア、イ以外の債務者に対する債権 
　　　　正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む）については、予想損失率で算定した金額と租税特別措置法第57条
　　　の10により算定した金額のいずれか多い金額を計上しています。なお、この基準に基づき、当期は租税特別措置法第57
　　　条の10により算定した金額に基づき計上しています。 
 
　　すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定
　結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行っています。 
 
　②賞与引当金 
　　　職員賞与の支給に備えるため、次期支給の賞与見積額のうち当期に属する期間対応分を計上しています。 
　 
　③退職給付引当金 
　　　将来の退職給付債務支給額のうち、当期までに発生していると認められる額を基礎として計上しています。 
 
　④外部出資等損失引当金 
　　　外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同様の方法により、
　　株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上しています。 
 
４．消費税及び地方消費税の会計処理の方法 
　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は｢繰
　　延消費税」に計上し､ 5年間で均等償却を行っています。 
 
５．決算書類に記載した金額の端数処理の方法 
　　　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「０」で、取引がない場合は「―」
　　と表示しています。 

１．圧縮記帳額 
　　　土地収用法を受けて、また国庫補助金の受領により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は1,039,175 
　　千円であり、その内訳は次のとおりです。 
　　　建　　　物　　453,025千円　　　　　車両運搬具　　　 9,761千円 
　　　構　築　物　　243,429千円　　　　　器具・備品　　  12,862千円 
　　　機 械 装 置　　320,096千円 
　　　 
　　　 
２．リース契約により使用する重要な固定資産 
　　　　貸借対照表に計上した固定資産のほか、ＡＴＭ26台については、リース契約により使用しています。 
 
 
３．担保に供した資産等 
　　　担保に供した資産等は次のとおりです。 
　　　・担保に供している資産 
　　　　　　預金　　　　　　　　　　　　　　4,003,000千円 
　　　・担保資産に対応する債務 
　　　　　　為替決済に係る債務（上限）　　　4,000,000千円 
　　　　　　市税取扱に係る差入　　　　　　　　    3,000千円 
　　　上記のほか、ＪＡバンク基本方針に定める相互援助預託基準に基づき、預金17,500,000千円を差し入れています。 
 
４．子会社等に対する金銭債権・債務の額 
　　　金銭債権の総額　　　　9,004千円　　　　　金銭債務の総額　　　　23,441千円 
 
５．理事及び監事に対する金銭債権・債務の額 
　　　金銭債権の総額　　　　 73百万円　　　　　金銭債務の総額　　　　　 －百万円 

貸借対照表に関する注記 



６．貸出金のうち破綻先債権･延滞債権･3か月以上延滞債権･貸出条件緩和債権残高（元金） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１．破綻先債権とは、元本又は利息の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は
　　　　　弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息
　　　　　不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに
　　　　　掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。 
　　　２．延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし
　　　　　て利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。 
　　　３．3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債
　　　　　権及び延滞債権に該当しないものです。 
　　　４．貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元
　　　　　本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以
　　　　　上延滞債権に該当しないものです。なお、貸出条件緩和債権額(Ｄ)は「系統金融機関向けの総合的な監督指針」等
　　　　　に基づき、基準金利による判定を行っています。 
　　　５．上記1～4に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。 

１．子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額 
　　①子会社等との取引による収益総額　　　　　68,992千円 
　　　うち事業取引高　　　　　　　　　　　　　60,841千円 
　　　うち事業取引以外の取引高　　　　　　　　  8,150千円 
　　②子会社等との取引による費用総額　　　　　      10千円 
　　　うち事業取引高　　　　　　　　　　　　　      10千円 
　　　うち事業取引以外の取引高　　　　　　　　       ー千円 

損益計算書に関する注記 

（単位：千円） 
区　　　　　　　　分 金 額  

破綻先債権額 （Ａ） 
延滞債権額 （Ｂ） 
3か月以上延滞債権額 （Ｃ） 
貸出条件緩和債権額 （Ｄ） 
リスク管理債権額 （Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 
担保・保証付債権額 （Ｆ） 
貸倒引当金（個別評価分） （Ｇ） 
担保・保証等控除債権額 （Ｈ＝Ｅ－Ｆ－Ｇ） 

68,769
1,785,540

―
350,280

2,204,590
1,411,553

631,519
161,516

有価証券に関する注記 

（単位：千円） 

貸借対照表 計上額 時 価  評 価 差 額  
う ち 益  

国 債  
地 方 債  
政 府 保 証 債  
金 融 債  
社 債  
合 計  

―
―

99,991
―
―

99,991

―
―

101,321
―
―

101,321

―
―

1,329
―
―

1,329

―
―

1,329
―
―

1,329

う ち 損  
― 
― 
― 
― 
― 
― 

①満期保有目的の債券で時価のあるもの 
１．有価証券の時価、評価差額に関する事項 

区　　　　分 

なお、その他有価証券にかかる評価差額に、税効果相当額を加味した534,886千円が「その他有価証券評価差額金」に 
計上されています。 

②その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円） 

取 得 原 価  
又は償却原価  

貸 借 対 照 表  
計 上 額 評 価 差 額  

う ち 益  
国 債  
地 方 債  
政 府 保 証 債  
金 融 債  
社 債  
合 計  

12,280,329
―
―

4,800,000
―

17,080,329

12,930,993
―
―

4,924,534
―

17,855,527

650,663
―
―

124,534
―

775,197

―
―
―
―
―
―

650,663
―
―

124,534
―

775,197 

う ち 損  （時価） 

 

区　　　　分 
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２．当年度中に売却した債券 
 その他有価証券 （単位：千円） 

売 却 額  売 却 益  売 却 損  
4,515,531 18,496 ― 

（単位：千円） 

1 年 以 内  1 年超 5 年以内  5年超10年以内 1 0 年 超  

819,103
― 
― 

4,924,534
― 

5,743,637

11,581,210
― 
― 
― 
― 

11,581,210

530,680
― 
― 
― 
― 

530,680

国 債  
地 方 債  
政 府 保 証 債  
金 融 債  
社 債  
合 計  

―
―

99,991
―
―

99,991

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額　 

区　分 
期　間 

１．退職給付債務の内容 
　　①採用している退職給付制度 
　　　　職員の退職給付金に充てるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度に加え、
　　　同規程に基づく退職給付の一部に充てるため、全国農業協同組合役職員共済会との契約による特定退職共済制度、及び
　　　全共連との契約による適格退職年金制度を採用しています。 
　　　　なお、下記の他、全国農業協同組合役職員共済会に退職給付金が1,079,793千円あり、今年度、退職給付掛金 
　　　47,103千円を厚生費で支払っています。 

　　④退職給付債務等の計算基礎 
　　　ア．採用した割引率は1.6％で、年金資産にかかる期待運用収益率は1.51％としています。 
　　　イ．退職給付見込額については、発生給付評価方法に基づき、勤務年数による期間按分方式を採用しています。 
　　　ウ．会計基準変更時差異の処理年数は10年とし、当該期間均等額をもって処理しています。 
　　　エ．過去勤務債務の処理年数は10年とし、当該期間均等額をもって処理しています。 
　　　オ．数理計算上の差異の処理年数は10年とし、当該期間均等額をもって処理しています。 
　　　カ．デイサービス専門職員の退職給付債務については、簡便法により期末時点の自己都合要支給額をもって処理してい
　　　　　ます。 
 

退職給付に関する注記 

　　②退職給付債務及びその内訳 
　　　　退職給付債務（過年度不足額を含む） （Ａ） 1,506,598千円 
　　　　年金資産 （Ｂ） △580,983千円 
　　　　未積立退職給付債務 （Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 925,615千円 
　　　　未認識過去勤務債務 （Ｄ） 116,108千円 
　　　　未認識数理計算上の差異 （Ｅ） △266,076千円 
　　　　会計基準変更時差異の未処理額 （Ｆ） △70,886千円 
　　　　貸借対照表計上額純額 （Ｇ＝Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） 704,761千円 
　　　　前払年金費用 （Ｈ） －千円 
　　　　退職給付引当金 （Ｉ＝Ｇ－Ｈ） 704,761千円 
　　　　当期末要支給額（簡便法） （Ｊ） 3,728千円 
　　　　退職給付引当金 （Ｋ＝Ｉ＋Ｊ） 708,489千円 
 
　　③退職給付費用の内訳 
　　　　勤務費用 （ａ） 64,022千円 
　　　　利息費用 （ｂ） 24,809千円 
　　　　期待運用収益 （ｃ） △8,392千円 
　　　　数理計算上の差異の費用処理額 （ｄ） 47,475千円 
　　　　過去勤務債務の費用処理額 （ｅ） △28,520千円 
　　　　会計基準変更時差異の費用処理額 （ｆ） 35,443千円 
　　　　臨時に支払った割増退職金 （ｇ） －千円 
　　　　退職給付費用 （ｈ=ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ+ｆ+ｇ） 134,838千円 
　　　　期中発生額（簡便法） （ｉ） 1,502千円 
　　　　退職給付費用 （ｊ=ｈ+ｉ） 136,341千円 
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税効果会計に関する注記 

２．特例業務負担金 
　　　人件費は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止   
　　する等の法律附則第57条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠
　　出した特例業務負担金24,139千円を含めて計上しています。 
　　　なお、同組合より示された平成21年3月現在における平成44年3月までの特例業務負担金の将来見込額は、413,808千
　　円となっています。 

 
 
 
　　該当する事項はありません。 
 
 
 
 
　　該当する事項はありません。 

重要な後発事象に関する注記 

その他の注記 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 
　　①繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 
　　　　　繰延税金資産 
　　　　　　貸倒引当金損金算入限度超過額  205,573千円 
　　　　　　賞与引当金損金算入限度超過額  23,494千円 
　　　　　　未払事業税否認  7,224千円 
　　　　　　退職給与引当金（税務上）損金算入限度超過額  219,631千円 
　　　　　　その他  25,614千円 
　　　　　　繰延税金資産小計  481,536千円 
　　　　　　評価性引当額（回収懸念額）  △216,369千円 
　　　　　　繰延税金資産合計（ａ）  265,167千円 
　　　　　繰延税金負債 
　　　　　　その他有価証券評価差額金  △240,311千円 
　　　　　　繰延税金負債合計（ｂ）  △240,311千円 
　　　　　繰延税金資産の純額（ａ＋ｂ）  24,856千円 
　　 
　　②法定実効税率と法人税等の負担率との間の重要な差異の主な内訳 
　　　　法定実効税率  31.0％ 
　　　　　　　　（調　整） 
　　　　　　交際費等永久に損金に算入できない項目  2.5％ 
　　　　　　受取配当金等永久に益金に算入できない項目 0.0％ 
　　　　　　住民税均等割等  0.4％ 
　　　　　　貸倒引当金等  △1.2％ 
　　　　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率  32.7％ 
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積 立 目 的  積 立 目 標 額 等  種 　 　 類  

信 用 事 業 基 盤  
整 備 強 化 積 立 金  

税効果会計による繰延税金資産 
相当額 

各事業年度末貯金残高 
×1.5／1,000

組合員の期待と信頼に応える事業機能を発揮す
るために強固な財務基盤を確立するため。 

税 効 果 調 整 積 立 金  
税効果会計による繰越税金資産（法人税等の前
払い分）について将来の減少に備えるため。 

肥 料 価 格 安 定 準 備 金  

「肥料面積予約協同購入運動 
実施要領」に基づき全農栃木県 
本部が示す額（面積予定数量× 
一定の単価） 

営 農 施 設 設 置 及 び  
運 営 積 立 金  

3億円 

肥料価格の年間安定を図るため。 

農業生産コストの低減を図る優良な営農施設の
設置及びその安定的運営に必要な財務基盤を確
立するため。 

（単位：円） 

年　次 
科　目 

2 1 年 度  

1 . 当 期 未 処 分 剰 余 金  

2 . 剰 余 金 処 分 額  

　 （ 1 ） 利 益 準 備 金  

　 （ 2 ） 任 意 積 立 金  

　 　 　 特 別 積 立 金  

　 　 　 目 的 積 立 金  

　 （ 3 ） 出 資 配 当 金  

3 . 次 期 繰 越 剰 余 金  

2 0 年 度  

659,363,806 

387,261,494 

90,000,000 

250,000,000 

（　　　　　―） 

（250,000,000） 

47,261,494 

272,102,312 

600,680,167 

384,050,902 

70,000,000 

268,311,737

（　　　　　―） 

（268,311,737） 

45,739,165 

216,629,265 

（注）１．出資配当金の基準は次のとおりです。 

　平成20年度　　2.0％    

　平成21年度　　2.0％ 

 

　　　２．次期繰越剰余金には、教育情報繰越額が含まれています。 

　平成20年度　　30,000千円 

　平成21年度　　30,000千円 

 

　　　３．目的積立金の種類、積立目的、積立目標額、積立基準は次のとおりです。 

4 ．剰余金処分計算書
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経営者確認書

5 ．財務諸表の正確性等に係る確認
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１．事業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期利益（又は税引前当期損失） 

減価償却費 

貸倒引当金の増加額 

賞与引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

その他引当金等の増加額 

信用事業資金運用収益 

信用事業資金調達費用 

共済貸付金利息 

共済借入金利息 

受取雑利息及び受取出資配当金 

有価証券関係損益 

固定資産売却損益 

（信用事業活動による資産及び負債の増減） 

貸出金の純増減 

預金の純増減 

貯金の純増減 

信用事業借入金の純増減 

その他信用事業資産の増減 

その他信用事業負債の増減 

（共済事業活動による資産及び負債の増減） 

共済貸付金の純増減 

共済借入金の純増減 

共済資金の純増減 

その他共済事業資産の増減 

その他共済事業負債の増減 

（経済事業活動による資産及び負債の増減） 

受取手形及び経済事業未収金の純増減 

経済受託債権の純増減 

棚卸資産の純増減 

支払手形及び経済事業未払金の純増減 

経済受託債務の純増減 

その他経済事業資産の増減 

その他経済事業負債の増減 

（その他の資産及び負債の増減） 

　　その他資産の増減 

　　その他負債の増減 

　　未払消費税の増減額 

信用事業資金運用による収入 

信用事業資金調達による支出 

共済貸付金利息による収入 

共済借入金利息による支出 

小　　計 

雑利息及び出資配当金の受取額 

法人税等の支払額 

事業活動によるキャッシュ・フロー 

２．投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却による収入 

有価証券の償還による収入 

固定資産の取得による支出 

固定資産の売却による収入 

補助金の受入による収入 

外部出資による支出 

外部出資の売却等による収入 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

３．財務活動によるキャッシュ・フロー 

出資の増額による収入 

出資の払戻しによる支出 

持分の取得による支出 

持分の譲渡による収入 

出資配当金の支払額 

　財務活動によるキャッシュ・フロー 

４．現金及び現金同等物に係る換算差額 

５．現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 

６．現金及び現金同等物の期首残高 

７．現金及び現金同等物の期末残高 

 

653,276 

186,855 

△40,424 

△795 

9,050                                   

0 

△2,429,546 

372,750 

△3,677 

3,677 

△9,902 

△20,392 

8,463 

 

△1,414,438 

△4,059,000 

4,572,135 

17,082 

△195,154 

168,887 

 

△82,833 

82,833 

△223,772 

1,440 

△43,928 

 

△26,302 

△615 

90,078 

△40,586 

5,179 

△80 

△1,010 

 

29,458 

△223,592 

20,766 

2,420,125 

△405,607 

2,609 

△2,610 

△579,600 

9,902 

△168,989 

△738,688 

 

△5,490,940 

4,517,531 

0 

△186,806 

△2,924 

22,788 

△7,733,940 

3,866,970 

△5,007,321 

 

89,585 

△42,792 

△12,546 

21,964 

△45,739 

10,472 

0 

△5,735,537 

11,065,390 

5,329,852

（単位：千円） 

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額 

1.キャッシュ・フロー計算書 

キャッシュ・フロー計算書に関する注記 1．現金及び現金同等物の資金の範囲 

　　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金」及び「預金」 

　のうち、「現金」及び「預金」中の当座預金、普通預金及び通知預金となっています。 

 

2．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

　　　　　現金及び預金勘定 125,333百万円 

　　　　　別段預金、定期性預金及び譲渡性預金 △120,003百万円 

　　　　　現金及び現金同等物 5,329百万円 

項　　　　　目 注　記　事　項 

2.注記表 

6 ．キャッシュ・フロー計算書　平成21年3月1日から平成22年2月28日まで 
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（単位：千円） 

（単位：％） 

（注） 1．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等 
 
　　 　　（１）共通管理費等 　事業総利益、事業管理費（人件費及び共通管理費等を除く）及び 
　　　　　　　　　　　　　　  人員（管理部門を除く）の比率を均等に配賦した。 
 
　　 　　（２）営農指導事業 　50％を4事業へ均等に配賦し、50％を事業総利益割合とした。 
 
 
　　　 ２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合） 

区　　分 合　計 信用事業 共済事業 農業関連 
事　　業 

生活その他 
事　　　業 

営農指導 
事　　業 

共通管理費 
等 

8,446,263

5,129,625

3,316,638

2,721,150

（186,855）

（1,965,232）

595,487

41,126

488

636,125

48,039

30,888

653,276

653,276

事 業 収 益 ①  

事 業 費 用 ②  

事 業 総 利 益 ③  

（①－②） 

事 業 管 理 費 ④  

（うち減価償却費⑤） 

（ う ち 人 件 費 ⑦' ） 

うち共通管理費⑥  

（うち減価償却費⑦） 

（うち人 件 費 ⑦' ） 

事 業 利 益 ⑧  

（③－④） 

事 業 外 収 益 ⑨  

う ち 共 通 分 ⑩  

事 業 外 費 用 ⑪  

う ち 共 通 分 ⑫  

経 常 利 益 ⑬  

（⑧＋⑨－⑪） 

特 別 利 益 ⑭  

う ち 共 通 分 ⑮  

特 別 損 失 ⑯  

う ち 共 通 分 ⑰  

税 引 前 当 期 利 益 ⑱  

（⑬＋⑭－⑯） 

営農指導事業分配賦額⑲ 

営農指導事業分配賦後 

税引前当期利益⑳（⑱－⑲） 

2,517,332

540,412

1,976,919

1,252,681

（73,975）

（840,998）

298,746

（38,348）

（117,247） 

724,237

15,081

15,066

101

91

739,217

12,595

2,171

1,369

378

750,442
 

△62,562

687,880

898,306

81,495

816,810

568,242

（18,960）

（496,327） 

111,785

（11,902）

（55,451）

248,568

11,014

5,637

54

34

259,528

812

812

199

141

260,141
 

△36,797

223,343

3,320,766

2,993,107

327,659

478,783

（48,547）

（335,907）

97,572

（11,435）

（43,450）

△151,124

6,079

4,920

201

30

△145,246

5,288

709

6,492

123

△146,450
 

△25,934

△172,385

1,705,257

1,466,337

238,920

314,366

（35,573）

（204,394） 

66,223

（8,150）

（27,645）

△75,445

7,956

3,339

124

20

△67,613

6,546

481

533

83

△61,600
 

△23,963

△85,563

4,600

48,272

△43,672

107,076

（9,797）

（87,605） 

18,232

（1,457）

（11,336）

△150,748

994

919

5

5

△149,760

22,795

132

22,292

23

△149,256

149,256

△592,560

△71,294

 △255,131

△29,883

△182

△4,306

△750

 

区分 信用事業 共済事業 農業関連事業 生活その他事業 営農指導事業 計 

共通管理費等 

営農指導事業 

50.42

41.92

18.86

24.65

16.47

17.38

11.17

16.05

3.08 100.00

100.00

１．部門別損益計算書 

7 ．部門別損益計算書（平成21年度）
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（単位：千円） 

区　　分 当初予算額 修正額 修正後予算額c 決算額d 差引(c-d)

2,804,600

4,600

51,600

△ 47,000

―

― 

― 

―

2,804,600

4,600

51,600

△ 47,000

2,721,150

4,600

48,272

△ 43,672

83,450

0

3,328

△ 3,328

事 業 管 理 費  

収 入 a  

支 出 b  

差 引（ a - b ） 

営農 
指導 
事業 

2.予算統制の状況 

（単位：千円） 

区　　分 合　　計 信用事業 共済事業 経済事業 共通資産 

196,929,221

196,929,221

192,054,078

194,818,339

808,482

820,118

1,272,449

1,290,764

2,794,212事 業 別 の 総 資 産  

総資産（共通資産配賦後） 

4.部門別資産 

（単位：千円） 

区　　分 信用事業 共済事業 農業関連事業 生活その他事業 営農指導事業 

739,217

35,627

283,772

1,058,617

259,528

7,057

106,182

372,769

△ 145,246

37,112

92,681

△ 15,451

△ 67,613

27,422

62,903

22,712

△ 149,760

8,339

17,318

△ 124,101

経 常 利 益 a  
（ ⑬ の 額 ） 

減 価 償 却 費 b  
（ ⑤ - ⑦ ） 

共 通 管 理 費 等 c  
（ ⑥ - ⑩ + ⑫ ） 

専 属 事 業 損 益  
a + b + c

3.専属事業損益の内訳 

（注）共通資産の他部門への配賦基準は、事業別の総資産の割合で配賦しています。 
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（注） １．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。 

２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。 

３．単体自己資本比率は、農協法第11条の2に基づいた自己資本比率を記載しています。 

なお、18年度以前の単体自己資本比率については、平成19年3月31日施行前の告示 

（農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準）に基づき計算したものです。 

４．農業関連事業収益において、17年度から委託販売にかかる販売品については、 

「販売品販売高」に計上しないこととしたため、事業収益に含まれておりません。  

（単位：百万円、口、人、％） 

年　次 
項　目 

経常収益（事業収益） 

1 7 年 度  1 8 年 度  1 9 年 度  2 0 年 度  

出 資 配 当 の 額  

事業利用分量配当の額 

職　　 員　　 数（人） 

自 己 資 本 比 率（％） 

6,542

2,088

936

1,633

1,879

4

322

293

2,187

（4,375,659）

13,046

185,946

170,404

34,958

31,715

43

43

― 

317

（23.67） 

6,832

2,344

929

1,541

2,011

5

455

298

2,266

（4,533,801）

13,365

186,397

170,392

38,476

28,086

44

44

― 

320

（24.44） 

9,238

2,667

916

3,736

1,910

6

649

413

2,297

（4,595,395） 

13,897

191,000

174,354

37,527

17,568

45

45

―

317

22.90

経 常 利 益  

当 期 剰 余 金  

出 資 金  

（ 出 資 口 数 ）  

純 資 産 額  

総 資 産 額  

貯 金 等 残 高  

貸 出 金 残 高  

有 価 証 券 残 高  

剰 余 金 配 当 金 額  

信 用 事 業 収 益  

共 済 事 業 収 益  

農業関連事業収益 

生活その他事業収益 

営農指導事業収益 

Ⅱ 損益の状況 

2 1 年 度  

8,446

2,517

898

3,320

1,705

4

636

439

2,413

（4,827,529）

14,831

196,929

179,303

36,827

17,955

47

47

―

318

22.51

7,061

2,640

951

1,714

1,748

5

702

328

2,366

（4,733,942）

14,264

192,012

174,730

35,412

16,792

45

45

―

311

23.97

1 ．最近の5事業年度の主要な経営指標
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（注） １．総資金利ざや　＝総資金運用利回り－総資金調達利回り（資金調達原価率）      

 　　　２．預金利息及び貯金利息は、受取・支払い奨励金が含まれています。 

差引（C）＝（A）－（B） 

（単位：百万円） 

年　次 
項　目 

預 金  
有 価 証 券  
貸 出 金  

貯金・定積積金 
譲 渡 性 貯 金  
借 入 金  

21年度増減額 20年度増減額 

 156 

52 

△ 15 

119 

△ 134 

△ 134 

― 

― 

 290 

△ 19 

129 

△ 118 

△ 29 

60 

60 

― 

― 

△ 79 

支 払 利 息（B） 

受 取 利 息（A） 
う ち  
う ち  
う ち  

う ち  
う ち  
う ち  

（単位：百万円、％） 

年　次 

資 金 運 用 勘 定  

項　目 

預 金  
有 価 証 券  
貸 出 金  

資 金 調 達 勘 定  

総 資 金 利 ざ や  

貯金・定期積金 
借 入 金  

2 1 年 度  
平 均 残 高  利 息  利 回  

2 0 年 度  
平 均 残 高  利 息  利 回  

う ち  
う ち  
う ち  

う ち  
う ち  

（単位：百万円、％） 

年　次 
項　目 

資 金 運 用 収 支  
役 務 取 引 等 収 支  
その他信用事業収支  
信 用 事 業 粗 利 益  
（信用事業粗利益率）  
事 業 粗 利 益  
（ 事 業 粗 利 益 率 ）  

増 減  2 1 年 度  

2,058

25

△ 107

1,976

(1.126） 

3,316

(1.731） 

1,890

25

△ 49

1,865

(1.054） 

3,280

(1.731） 

2 0 年 度  

168

0

△ 57 

111 

(△0.072） 

36 

(0.000） 

 

（注）１．増減額は前年度対比です。 

　　　２．預金の受取利息には、農林中央金庫からの預金奨励金が含まれています。 

174,858

121,656

16,422

36,779

175,512

175,483

28

― 

2,431

1,257

287

886

370

370

― 

― 

1.390

1.033

1.751

2.410

0.211

0.211

―

0.635

176,166

122,551

17,439

36,175

173,437

173,414

23

― 

2,274

1,204

302

767

504

504

― 

― 

1.291

0.983

1.736

2.120

0.290

0.290

―

0.430

2 ．利益総括表

3 ．資金運用収支の内訳

4 ．受取・支払利息の増減額



（１）貯金に関する指標 

（注）１．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋納税準備貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金 
　　　２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金 
　　　３．（　）内は構成比です。 

（注）１．固定自由金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金 
　　　２．変動自由金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金 
　　　３．（　）内は構成比です。 

Ⅲ 事業の概況 

① 科目別貯金平均残高 

② 定期貯金残高 

年　次 
種　類 

流 動 性 貯 金  
定 期 性 貯 金  
小 　 　 　 計  
譲 渡 性 貯 金  
合 　 　 　 計  

（単位：百万円、％） 

2 1 年 度  増 減  

54,890

120,609

175,499

― 

175,499

（  31.27）

（  68.72）

（100.00）

（   ―   ） 

（100.00） 

54,762

118,668

173,431

―

173,431

（  31.57）

（  68.42）

（100.00）

（   ―   ） 

（100.00） 

2 0 年 度  

128

1,941

2,068

―

2,068

（２）貸出金に関する指標 

① 科目別貸出金平均残高 

年　次 

定 期 貯 金  

種　類 

うち固定自由金利定期 
うち変動自由金利定期 

（単位：百万円、％） 

2 1 年 度  増 減  

120,130

120,127

2

（100.00）

（  99.99）

（   0.00） 

115,837

115,834

2

（100.00）

（  99.99）

（   0.00） 

2 0 年 度  

4,293

4,293

0

年　次 
種　類 

手 形 貸 付 金  
証 書 貸 付 金  
当 座 貸 越  
割 引 手 形  
金 融 機 関 貸 付 金  
合 計  

（単位：百万円） 

2 1 年 度  増 減  

1,184

30,958

523

21

4,112

36,800

2 0 年 度  

1,381

31,172

560

25

3,055

36,195

△ 197

△ 214

△ 37

4

1,057

605

② 貸出金の金利条件別内訳残高 

年　次 
種　類 

固 定 金 利 貸 出  
変 動 金 利 貸 出  
合 計  

（単位：百万円、％） 

2 1 年 度  増 減  

23,606

13,220

36,827

（64.10）

（35.89）

（100.00）

2 0 年 度  

22,721

12,691

35,412

（64.16）

（35.83）

（100.00） 

885

529

1,415

（注）（　）内は構成比です。 

1 ．信用事業 

DISCLOSURE
2010

53



③ 貸出金の担保別内訳残高 （単位：百万円） 

年　次 
種　類 

自 店 貯 金 担 保  
有 価 証 券 担 保  
商 業 手 形 担 保  
不 動 産 担 保  
共 済 証 書  
そ の 他 担 保  

担 保 合 計  
農業信用基金協会保証 
個 人 保 証  
そ の 他 保 証  

保 証 合 計  
信 用 貸 越  
合 計  

増 減  2 1 年 度  

1,591

―

17

21,730

433

83

23,857

1,607

230

2

1,840

11,130

36,827

2 0 年 度  

1,771

―

29

21,956

440

58

24,256

1,507

230

1

1,739

9,416

35,412

△ 180

―

△ 12

△ 226

△ 7

25

△ 399

100

0

1

101

1,714

1,415

④ 債務保証の担保別内訳残高 

年　次 
種　類 

貯 金 等  
有 価 証 券  
動 産  
不 動 産  
そ の 他 担 保 物  

小 計  
信 用  
合 　 　 　 計  

（単位：百万円） 

増 減  2 0 年 度  2 1 年 度  

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

⑤ 貸出金の使途別内訳残高 

年　次 
種　類 

合 計  

（単位：百万円、％） 

増　　減 2 0 年 度  

20

15

△ 251

263

△ 83

734

715

1,415

△ 167

1,581

2 1 年 度  

農 業 近 代 化 資 金  
そ の 他 制 度 資 金  
農 業 資 金  
住 宅 資 金  
生 活 資 金  
事 業 資 金  
そ の 他  

上 記  
内 訳  

設 備 資 金  
運 転 資 金  

（63.48） 

（36.51）

176

42

1,244

12,577

1,311

15,172

6,301

36,827

23,378

13,448

（66.48） 

（33.51） 

156

27

1,495

12,314

1,394

14,438

5,586

35,412

23,545

11,867

（注）（　）内は構成比です。 
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⑥ 貸出金の業種別残高 

年　次 
種　類 

農 業   
林 業   
水 産 業   
製 造 業   
鉱 業   
建 設 ・ 不 動 産 業   
電気・ガス・熱供給水道業  
運 輸 ・ 通 信 業   
金 融 ・ 保 険 業   
卸売・小売・サービス業・飲食業  
地 方 公 共 団 体   
非 営 利 法 人  
そ の 他   
合    計 

（単位：百万円、％） 

2 1 年 度  増　　　減 

△ 1,794

9

0

939

93

1,857

124

211

1,229

1,613

605

17

△ 3,488

1,415

（注）（　）内は構成比です。 

1,618

47

－

2,231

119

6,507

164

501

4,321

4,732

6,809

25

9,749

36,827

（   4.39）

（   0.12）

（     － ）

（   6.05）

（   0.32）

（  17.67）

（   0.44）

（   1.36）

（  11.73）

（  12.85）

（  18.48）

（   0.06）

（  26.47）

（100.00） 

2 0 年 度  

3,412

38

－

1,292

26

4,650

40

290

3,092

3,119

6,204

8

13,237

35,412

（   9.63）

（   0.11）

（     － ）

（   3.64）

（   0.07）

（  13.13）

（   0.11）

（   0.81）

（   8.73）

（   8.80）

（  17.52）

（   0.02）

（  37.37）

（100.00） 

⑦ リスク管理債権の状況 

破綻先債権額 
延滞債権額 
3か月以上延滞債権額 
貸出条件緩和債権額 
リスク管理債権 
担保・保証付債権額 
貸倒引当金（個別評価分） 
担保・保証等控除債権額 

（単位：百万円） 

区　　　　　分 2 1 年 度  増 減  

（注）１．破綻先債権（Ａ）     
　元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがない
ものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という）のうち、
法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいいます。 

 
２．延滞債権（Ｂ） 
　未収利息不計上貸出金であって、注1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶
予したもの以外をいいます。 
 
３．3か月以上延滞債権（Ｃ） 
　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金（注1、注2に掲げるものを除く。）をいいます。 
 
４．貸出条件緩和債権（Ｄ） 
　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行った貸出金（注1，注2及び注3に掲げるものを除く。）をいいます。 
 
５．「担保・保証付債権額（Ｆ）」は、「破綻先債権（Ａ）」「延滞債権（Ｂ）」「3か月以上延滞債権（Ｃ）」及び「貸出条
件緩和債権（Ｄ）」のうち貯金・定期積金、有価証券及び不動産等の確実な担保付の貸出金並びに農業信用基金協会等、確実な
保証先による保証付貸出金についての当該担保・保証相当額です。 
　なお、不動産の確実な担保額は、不動産鑑定士等による客観性のある評価又は財産評価基本通達による時価をもとに、さらに処
分可能性を十分考慮した回収可能見込額です。 
 
６．「貸倒引当金（個別評価分）（Ｇ）」は、「破綻先債権（Ａ）」「延滞債権（Ｂ）」「3か月以上延滞債権（Ｃ）」及び「貸
出条件緩和債権（Ｄ）」のうち、すでに貸倒引当金（個別評価分）に繰り入れた引当残高です。 
 
７．「担保・保証等控除後債権額（Ｈ）」は、「破綻先債権（Ａ）」「延滞債権（Ｂ）」「3か月以上延滞債権（Ｃ）」及び
「貸出条件緩和債権（Ｄ）」の合計額から「担保・保証付債権額（Ｆ）」及び「貸倒引当金（個別評価分）（Ｇ）を控除した貸
出金残高です。 

68

1,785

－

350

2,204

1,411

631

161

2 0 年 度  
79

1,924

－

143

2,148

1,412

666

68

△ 11

△139

－

206

56

△1

△ 35

93

（Ａ） 
（Ｂ） 
（Ｃ） 
（Ｄ） 
（Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 
（Ｆ） 
（Ｇ） 
（Ｈ＝Ｅ－Ｆ－Ｇ） 
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⑧ 金融再生法開示債権区分に基づく保全状況 

⑨ 元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況 

（単位：百万円） 

（注）１．金融再生法債権額 
　資産査定に基づく債務者区分と整合を取った債権区分を行い、債権区分ごとの信用事業債権額（貸出金、貸付有価証券、外国
為替、債務保証見返、信用未収利息、信用未収収益、信用仮払金）です。ただし、要管理債権は、貸出金のみです。 
（債権区分） 
　①破産更生債権及びこれらに準ずる債権 
　・法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する信用事業債権です。 
　　　〔資産査定における破綻先、実質破綻先〕 
　②危険債権 
　・経営破綻の状況にはないが、財産状況の悪化等により元本利息の回収ができない可能性の高い信用事業債権です。 
　　　〔資産査定における破綻懸念先〕 
　③要管理債権 
　・3か月以上延滞貸出債権（元金）及び条件緩和貸出債権（元金）です。 
　　〔リスク管理債権として開示した、3か月以上延滞貸出金と貸出条件緩和債権を合算した貸出金〕 
　④正常債権 
　・債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び要管理
　　債権以外のものに区分される信用事業債権です。地方公共団体等への債権も含まれています。 
 
２．担保 
　資産査定における優良担保・一般担保の処分可能見込額です。 
 
３．保証 
　資産査定における優良保証の額です。 
 
４．引当 
　「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」については、資産査定における個別貸倒引当金額です。 
　要管理債権については、要管理債権額に予想損失率等を乗じた金額です。 
 
５．購買未収金 
　購買未収金を参考として開示しております。なお、金融再生法債権区分に基づく購買未収金開示の債権区分と資産査定におけ
る債務者区分との関連は次のとおりです。 

保　全　額 

引　当 保　証 担　保 
債権額 債　権　区　分 

合　計 
（参考） 
購買未収金 

破産更正債権及びこれら 
に準ずる債権（Ａ） 
危険債権（Ｂ） 
要管理債権（Ｃ） 
小計（Ｄ）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） 
正常債権（Ｅ） 
合計（Ｄ）＋（Ｅ） 

1,027

826

350

2,204

35,936

38,141

515

653

199

1,369

24

18

－

42

487

144

25

656

1,027

815

225

2,068

59

7

－

66

172

238

債 権 区 分  
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 
危 険 債 権  
要 管 理 債 権  

正 常 債 権  

資 産 査 定 債 務 者 区 分  
破 綻 先 ・ 実 質 破 綻 先  
破 綻 懸 念 先  
要 注 意 先 の う ち 要 管 理 先  
要注意先のうちその他要注意先及び 
正 常 先 並 び に 地 方 公 共 団 体 等  

該当する取引はありません。 

平成21年度 
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⑩ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

⑪ 貸出金償却の額 
（単位：千円） 

年　次 項　目 
貸 出 金 償 却 額  

2 1 年 度  

　　　 

2 0 年 度  

－　　 

（３）内国為替取扱実績 
（単位：百万円、千件） 

2 1 年 度  

仕　向 
種　　　　　類 

被仕向 

送金・振込為替 
 
代金取立為替 
 
雑 為 替  
 
合 計  

件数 
金額 
件数 
金額 
件数 
金額 
件数 
金額 

34

20,973

0

42

5

8,149

39

29,165

177

37,991

0

252

4

2,784

182

41,029

2 0 年 度  

仕　向 被仕向 
34

21,580

0

51

5

8,900

40

30,532

167

39,247

0

183

4

3,072

173

42,503

（単位：千円） 平成21年度 

貸 倒 引 当 金  
（ うち個別貸倒引当金勘定） 

信 用 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

共 済 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

購 買 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

販 売 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

そ の 他 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

外 部 出 資 等 損 失 引 当 金  
（うち個 別 貸 倒引当金 勘 定 ） 

期 未 残 高  期 中 増 加 額  期 首 残 高  
目 的 使 用  そ の 他  

期 中 減 少 額  

830,436　
（708,675）

787,871　
（667,714）

266　
（　      ―）

41,332　 
（  40,535）

573　
（      426）

392　
（　      ―）

280　
（　    280）

790,012　
（663,140）

756,497　
（631,519）

558　
（　      ―）

30,772　 
（  29,941）

515　
（　    309）

1,668　
（　 1,370）

280　
（　    280）

26,337　
（26,337）

26,337　
（26,337）

　
（　      ―）

 
（　      ―）

　
（　      ―）

　
（　      ―）

　
（　      ―） 

804,098　
（682,337）

761,533　
（641,376）

266　
（　      ―）

41,332　 
（　 40,535）

573　
（　    426）

392　
（　      ―）

280　
（　    280） 

790,012　
（663,140）

756,497　
（631,519）

558　
（　      ―）

30,772　 
（  29,941）

515　
（　    309）

1,668　
（　 1,370）

280　
（　    280） 

種　　　　　類 

貸 倒 引 当 金  
（ うち個別貸倒引当金勘定） 

信 用 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

共 済 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

購 買 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

販 売 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

そ の 他 事 業  
（うち個別貸倒引当金勘定） 

外 部 出 資 等 損 失 引 当 金  
（うち個 別 貸 倒引当金 勘 定 ） 

期 未 残 高  期 中 増 加 額  期 首 残 高  
目 的 使 用  そ の 他  

期 中 減 少 額  

730,888　
（625,623）

691,521　
（587,764）

119　
（　      ―）

37,610　
（  36,892）

305　
（　   142）

1,329　
（　   823）

277　
（　   277） 

830,436　
（708,675）

787,871　
（667,714）

266　
（　      ―） 

41,332　
（  40,535）

573　
（　   426）

392　
（　     ―） 

280　
（　   280） 

676　
（676）
―　 

（　      ―）
 ―　 

（　      ―）
676　

（676）
―　 

（　      ―）
―　 

（　      ―）
―　 

（　      ―） 

730,212　
（624,947）

691,522　
（587,764）

119　
（　      ―）

36,934　
（  36,215）

306　
（　   142）

1,330　
（　   823）

277　
（　   277） 

830,436　
（708,675）

787,871　
（667,714）

266　
（　      ―）

41,332　
（  40,535）

573　
（　   426）

392　
（　      ―）

280　
（　   280） 

種　　　　　類 

（単位：千円） 平成20年度 

26,347
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（４）有価証券に関する指標 

① 種類別有価証券平均残高 

② 商品有価証券種類別平均残高 
平成20年・21年度において、該当する取引はありません。 

② 金銭の信託の時価情報等 
平成20年・21年度において、該当する取引はありません。 

③ 金融先物取引等、金融等デリバティブ取引、有価証券店頭デリバティブ取引 
平成20年・21年度において、該当する取引はありません。 

年　次 種　類 

国 債  
地 方 債  
政 府 保 証 債  
金 融 債  
社 債  
株 式   
そ の 他 の 証 券  
合 計  

（単位：百万円） 

増　　減 
△ 129

△ 8

0

△ 877

―

―

―

△ 1,016

（５）有価証券等の時価情報等 

① 有価証券の時価情報等 

③ 有価証券残存期間別残高 （単位：百万円） 
期　間 

種　類 1年以下 1 0 年 超  合 計  1 年 超  
3年以下 

3 年 超  
5年以下 

5 年 超  
7年以下 

7 年 超  
10年以下 

国 債  

地 方 債  

政 府 保 証 債  

金 融 債  

社 債  

株 式  

そ の 他 証 券  

― 
―
― 
―

99
― 
―
―
―
―
―
―
―
―

―
227
―
―
― 

99
1,615
2,862
― 
― 
― 
― 
― 
― 

472
591
― 
― 
―
―

4,219
2,062
― 
― 
― 
― 
― 
― 

491
119
―
―
―
― 
―
―
―
―
―
―
―
―

9,360
11,461
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

532
530
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

期間の定めの
ないもの 
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

10,856
12,930
― 
―

99
99

5,835
4,924
―
―
―
―
―
― 

（注）それぞれの種類の上段は平成20年度、下段は平成21年度を表示しています。 

（注）１．本表記載の有価証券の時価は期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。 
　　　２．売買目的有価証券については、当ＪＡでは、投機的な運用を行わないため保有しておりません。 
　　　３．満期保有目的有価証券については、取得価額を貸借対照表価額としております。 
　　　４．その他有価証券については、時価を貸借対照表価額としております。 

売 買 目 的  
満 期 保 有 目 的  
そ の 他  
合 計  

（単位：百万円） 

区　分 
項　目 

2 1 年 度  
取 得 価 額  時 価  評価損益  取 得 価 額  時 価  評価損益  

― 

99

17,080

17,180

― 

101

17,855

17,956

― 

1

775

776

2 0 年 度  

― 

99

16,086

16,186

― 

102

16,692

16,794

― 

2

605

608

2 1 年 度  
11,363 

―

99 

4,959 

―

―

―

16,422 

2 0 年 度  
11,493 

8 

99 

5,837 

―

―

―

17,439 
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（１）長期共済新契約高・長期共済保有高 

（２）短期共済新契約高 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

年　次 
種　類 

生

命

総

合

共

済

 

終 身 共 済  
定 期 生 命 共 済  
養 老 生 命 共 済  
 
医 療 共 済  
が ん 共 済  
定 期 医 療 共 済  
年 金 共 済 （ 計 ）  
 
 
建 物 更 生 共 済   
合    計 

（注）１．金額は、保障金額を表示しています。 

（注）１．金額は保障金額（年金共済は年金年額（利率変動型年金は最低保証年金額）、がん共済はがん死亡共
済金額、定期医療共済は死亡給付金額、医療共済については死亡給付金額を含む。）です。 

　　　２．合計の金額は、年金共済の年金年額を除き、年金共済に付加された定期特約金額を含んでいます。 
　　　３．平成5年度以前に契約された養老生命、こども、長期定期生命、終身、年金の各共済契約については、

生命総合共済に合算して計上しています。 

2 1 年 度  2 0 年 度  
新 契 約 高  保 有 高  新 契 約 高  保 有 高  

う　ち　こども共済 
 

年 金 開 始 前  
年 金 開 始 後  
 
 

18,445

―

10,800

928

2,336

109

312

181

181

14,153

46,153

193,434

58

150,051

12,721

4,430

951

1,072

2,615

1,901

713

183,917

534,073

15,294

20

9,064

546

2,520

114

172

154

154

13,430

40,616

191,036

78

138,033

12,860

6,821

1,030

1,141

2,687

1,867

820

180,098

518,380

年　次 
種　類 

火 災 共 済  
自 動 車 共 済  
傷 害 共 済  
団 体 定 期 生 命 共 済  
定 額 定 期 生 命 共 済  
賠 償 責 任 共 済  
自 賠 責 共 済  
合    計 

2 1 年 度  2 0 年 度  
金 額  掛 金  金 額  掛 金  

25,889

57,589

―

20

29

429

2

―

0

0

50

512

27,569

53,367

―

14

33

441

2

―

0

0

52

530

2 ．共済取扱実績
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項　目 

収　益 

費　用 

2 0 年 度  2 1 年 度  
年　次 

種　類 
2 0 年 度  2 1 年 度  

取 扱 高  取 扱 高  手 数 料  手 数 料  

（１）買取購買品取扱実績 （単位：千円） 

（注）米、麦、豆・雑穀の取扱高は、税込金額としています。 

年　次 
種　類 

生
　
産
　
資
　
材 

生
　
活
　
物
　
資 

食
　
品 

2 0 年 度  2 1 年 度  
供 給 高  供 給 高  手 数 料  手 数 料  

（２）受託販売品取扱実績 （単位：千円） 

（３）農業倉庫事業 （単位：千円） 

年　次 

肥 料   
農 薬   
飼 料   
農 業 機 械   
包 装 資 材   
園 芸 資 材   
畜 産 資 材   
自動車（軽トラ等）  
石油類（Ａ重油等）  
そ の 他 生 産   

計  
Ｌ Ｐ ガ ス   
衣 料 品   
耐 久 財   

米 
食 材  
一 般 食 品  

日 用 雑 貨   
葬 祭   
自動車（軽トラ等以外）
石油類（Ａ重油等以外） 
そ の 他 生 活   

計  
合 計  

242,199 
183,823 
57,310 

234,566 
75,040 

112,049 
54,492 

－
30,690 
85,228 

1,075,403 
1,023 

14,938 
13,712 
78,422 

152,259 
92,335 
77,808 

1,207,932 
－
－

33,038 
1,671,471 
2,746,874

47,944 
27,920 
2,430 

43,259 
13,908 
18,061 

264 
－  

647 
14,980 

169,417 
△ 293 
2,188 
1,108 

12,210 
4,538 

15,800 
8,089 

193,434 
－  
－  

4,732 
241,808 
411,225

265,612
188,168
40,381

182,235
73,571

105,703
67,563

－
－

81,555
1,004,792

－
13,612
16,138
76,155

158,025
87,700
75,314

1,143,753
－

12,065
29,533

1,612,298
2,617,091

36,398
30,650
1,708

35,538
13,185
17,171

320
－ 
－

15,241
150,213

－
2,268
1,264

10,786
4,706

15,274
7,750

183,320
－

324
3,740

229,435
379,648

米  
麦  

豆 ・ 雑 穀   
野 菜   
果 実   
花 き ・ 花 木   
畜 産 物   
林 産 物   
そ の 他   

合 　 　 計  

1,898 
261,670 
13,215 

1,123,321 
30,629 
55,566 

126,437 
－ 

3,597 
1,616,337 

(38)
(10,436)

(681)
45,902
1,240
1,479
1,011
－

106
49,740

（11,157） 

保 管 料  
荷 役 料  
そ の他の収益  

計 
倉 庫 材 料 費  
倉 庫 労 務 費  
そ の他の費用  

計 

3,158
1,060

430
4,649
－
－

3,527
1,122

3,179
788
428

4,396
－
－

2,620
1,776

3 ．主要事業取扱実績

2,536 
290,040 
15,510 

1,180,878 
28,166 
56,495 

130,664 
－  

7,375 
1,711,667 

(74)
(11,573)

(656)
46,443
1,181
1,519

939
－

222
50,305

（12,304） 
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（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100 
　　　２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×100 
　　　３．総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返りを除く）平均残高×100 
　　　４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×100

Ⅳ 経営諸指標 

年　次 
2 0 年 度  2 1 年 度  増　　　減 

項　目 

総資産経常利益率 
資 本 経 常 利 益 率  
総資産当期純利益率 
資本当期純利益率 

0.37

5.19

0.17

2.42

0.33

4.58

0.22

3.16

△ 0.04

△ 0.61

0.05

0.74

（単位：％） 

（注）１．貯貸率（期　　末）＝貸出金残高／貯金残高×100 
　　　２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100 
　　　３．貯証率（期　　末）＝有価証券残高／貯金残高×100 
　　　４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100

年　次 
2 0 年 度  2 1 年 度  増　　　減 

区　分 

20.26

20.86

9.61

10.05

20.53

20.95

10.01

9.35

0.27

0.09

0.40

△ 0.70

（単位：％） 

貯 貸 率  
 
貯 証 率  

期 末  
期中平均 
期 末  
期中平均 

1 ．利益率

2 ．貯貸率・貯証率
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（注）１．金融庁・農林水産省告示第4号「農業協同組合等がその健全性を判断するための基準」に定められた算式
　　　　　に基づき算出したものです。 
　　　２．当JAは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については 
　　　　　信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法 
　　　　　を採用しています。 

Ⅴ 自己資本の充実の状況 

2 0 年 度  項 　 　 　 　 　 　 目  2 1 年 度  
（単位：百万円） 

基本的項目 (A) 
出資金 
（うち後配出資金） 
回転出資金 
再評価積立金 
資本準備金 
利益準備金 
特別積立金 
目的積立金 
次期繰越剰余金 
（又は次期繰越損失金） 
処分未済持分 
その他有価証券の評価差損 
営業権相当額 
企業結合により計上される無形固定資産相当額 
証券化取引により増加した自己資本に相当する額 

補完的項目 (B) 
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％相当額 
一般貸倒引当金 
負債性資本調達手段等 
負債性資本調達手段 
期限付劣後債務 

補完的項目不算入額 
自己資本総額 (C)＝(A)＋(B) 
控除項目 (D) 
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 
負債性資本調達手段及びこれに準ずるもの 
期限付劣後債務及びこれに準ずるもの 

非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク削減手法として用いる保証又
はクレジット・デリバティブの免責額に係る控除額 
基本的項目からの控除分を除く自己資本控除とされる証券化エクスポー
ジャー及び信用補完機能を持つI/Oストリップス 
控除項目不算入額 

自己資本額 (E)=(C)-(D) 
リスク・アセット等計 (F) 
資産（オン・バランス）項目 
オフ・バランス取引等項目 
オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 

基本的項目比率（Tier1）  (A)/(F) 
自己資本比率 (E)/(F)

13,800
2,366
－
－
－
3

2,335
4,500
4,062

554
－

△ 21
－
－
－
－

121
－

121
－
－
－
－

13,922
　
－
－
－
－

－

－
13,922
58,061
51,747

－
6,314

23.76%
23.97%

14,249
2,413
－
－
－
3

2,405
4,500
4,327

612
－

△ 12
－
－
－
－

126
－

126
－
－
－
－

14,375

－
－
－
－
 

－
 

－
14,375
63,856
57,606

－
6,249

22.31%
22.51%

1 ．自己資本の構成に関する事項

DISCLOSURE
2010

62



信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類
　　　　　ごとに記載しています。 
　　　２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出 
　　　　　金や有価証券等が該当します。 
　　　３．「三月以上延滞等」とは，元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上延滞している債務者に係るエクス
　　　　　ポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％に
　　　　　なったエクスポージャーのことです。 
　　　４．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャー
　　　　　に階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。 
　　　５．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公
　　　　　共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。　　
　　　６．オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、当ＪＡでは基礎的手法を採用しています。       
　　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞       
　　　　　　　　　　　　　（粗利益（正の値の場合に限る）×15％）の直近3年間の合計額 
　　　　　　　　　　　　　　　　直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数  

2 1 年 度  

我 が 国 の 中 央 政 府  
及 び 中 央 銀 行 向 け  
地方公営企業等金融機関向け 
及び我が国の地方公共団体向け 
我が国の政府関係機関向け 
地 方 三 公 社 向 け  
金 融 機 関 及 び 第 一 種  
金融商品取引業者向け 
法 人 等 向 け  
中小企業向け及び個人向け 
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン  
不動産取得等事業向け 
三 月 以 上 延 滞 等  
信用保証協会等による保証付 
共 済 約 款 貸 付  
出 資 等  
複数の資産を裏付とする資
産（所謂ファンド）のうち、個々
の資産の把握が困難な資産 
証 券 化  
上 記 以 外  
合 　 　 計  

－

－

－

－

30,320

714

1,773

1,240

1,489

589

1,046

－

10,882

－

－

9,548

57,606

－

－

－

－

1,212

28

70

49

59

23

41

－

435

－

－

381

2,304

（単位：百万円） 

エクスポー
ジ ャ ー の  
期 末 残 高  

リ ス ク ・  
アセット額 

a

所 要  
自己資本額 
b＝a×4％ 

リ ス ク ・  
アセット額 

a

所 要  
自己資本額 
b＝a×4％ 

エクスポー
ジ ャ ー の  
期 末 残 高  

オペレーショナル・リスクに
対する所要自己資本の額
＜ 基 礎 的 手 法 ＞  
 
所 要 自 己 資 本 額  

所要自己資本額

b = a×4%

249

所要自己資本額

b = a×4%

2,554

オペレーショナル・リスク相当額を8％で除した額

a

6,249

リスク・アセット（分母）合計 

a

63,856

÷ 8

10,361

6,237

100

－

135,390

988

3,254

7,534

1,185

981

9,513

75

7,016

－

－

9,594

192,233

－

－

－

－

29,493

738

1,451

2,591

1,165

562

942

－

7,016

－

－

7,785

51,747

－

－

－

－

1,179

29

58

103

46

22

37

－

280

－

－

311

2,069

所要自己資本額

b = a×4%

252

所要自己資本額

b = a×4%

2,322

オペレーショナル・リスク相当額を8％で除した額

a

6,314

リスク・アセット（分母）合計 

a

58,061

2 0 年 度  

12,359

6,843

100

－

134,411

895

3,777

3,602

1,506

949

10,558

158

10,883

－

－

10,897

196,944

2 ．自己資本の充実度に関する事項

DISCLOSURE
2010

63



（注）１．当ＪＡは、国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、信用リスクに関するエクスポージャーは国内のみとなります。 
　　　２．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。 
　　　３.「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージャーを

含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間・融資枠の範囲内で、利用者の請求に基づき、金融機関が融資を実行す
ることを約束する契約における融資可能残額のことです。 

　　　４.「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上延滞しているエクスポージャー及
び「金融機関向け及び第1種金融商品取扱業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150％となったエクス
ポージャーのことです。 

　　　５.「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。 

法
　
　
人 

農 業  
林 業  
水 産 業  
製 造 業  
鉱 業  
建 設 ・ 不 動 産 業  
電気・ガス・熱供給・ 
水 道 業  
運 輸 ・ 通 信 業  
金 融 ・ 保 険 業  
卸売・小売・飲食・  
サ ー ビ ス 業  
日 本 国 政 府 ・  
地 方 公 共 団 体  
上 記 以 外  

　 個 　 人 　   
　 そ の 他 　   
業 種 別 残 高 計   
　 1 年 以 下 　  
1 年 超 3 年 以 下  
3 年 超 5 年 以 下  
5 年 超 7 年 以 下  
7 年 超 1 0 年 以 下  
　 1 0 年 超 　  
期 限の定めのないもの  
残 存 期 間 別 残 高 計  
 

20年度 

うち貸出金等 うち債券 
信用リスクに関するエクスポージャーの 
期末残高 

三月以上延滞 
エクスポージャー 

21年度 

うち貸出金等 うち債券 
信用リスクに関するエクスポージャーの 
期末残高 

三月以上延滞 
エクスポージャー 

② 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別） 
　 及び三月以上延滞エクスポージャーの期末残高 （単位：百万円） 

① 標準的手法に関する事項 

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依頼格付けのみ 
　　　使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。 

　当JAでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算出して
います。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付等は次の
とおりです。 

（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。 

株式会社格付投資情報センター（R＆I） 
株式会社日本格付研究所（JCR） 
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s） 

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S＆P） 
フィッチレーティングスリミテッド（Fitch） 

適 格 格 付 機 関  

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付又はカントリーリスク・スコアは、 
　　　主に以下のとおりです。 

エクスポージャー 
金融機関向けエクスポージャー 
法人向けエクスポージャー（長期） 
法人向けエクスポージャー（短期） 

適格格付機関 
 
R＆I、Moody’s、JCR、S＆P、Fitch 
R＆I、Moody’s、JCR、S＆P、Fitch

カントリーリスク・スコア 
日 本 貿 易 保 険  

24
7

－
331
－

761

4

150
135,390

627

16,598

7,263
24,317
6,755

192,233
127,274

2,950
5,686
2,286

15,643
21,810
16,581

192,233

24
7

－
331
－

760

4

50
3,018

627

6,236

247
24,273
－

35,582
1,715
1,245
1,068
1,877
6,601

21,308
1,765

35,582

－
－
－
－
－
－

－

100
5,813

－

10,361

－
－
－

16,275
－
1,705
4,618

408
9,041

501
－

16,275

－
－
－

231
－

76

－

17
－

12

－

48
578
－

965
－
－
－
－
－
－
－
－ 
 

21
6

－
325
－

648

1

116
134,411

555

19,203

11,192
24,086
6,374

196,944
126,887

3,786
3,829
5,446

14,982
22,961
19,050

196,944

21
6

－
325
－

648

1

16
4,297

555

6,842

309
24,032
－

37,057
1,485

772
1,315
5,344
3,941

22,459
1,739

37,057

－
－
－
－
－
－

－

100
4,812

－

12,359

－
－
－

17,273
100

3,014
2,514

101
11,040

501
－

17,273

－
－
－

226
－

72

－

－
－

12

－

47
573
－

933
－
－
－
－
－
－
－
－ 
 

3 ．信用リスクに関する事項
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⑥ 信用リスク削減効果勘案後の残高及び自己資本控除額 

格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計 
2 1 年 度  

（単位：百万円） 

（注）「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエク
スポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機
関による依頼格付のみ使用しています。 

リスク・ウエイト 0％  
リスク・ウエイト 10％  
リスク・ウエイト 20％  
リスク・ウエイト 35％  
リスク・ウエイト 50％  
リスク・ウエイト 75％  
リスク・ウエイト10 0％  
リスク・ウエイト15 0％  
そ の 他  

自 己 資 本 控 除 額  
計 

 
 
 
信用リスク
削減効果勘
案 後 残 高  

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

22,335
10,462

130,136
3,545

397
2,484

27,308
274
－
－

196,944

22,335
10,462

130,136
3,545

397
2,484

27,308
274
－ 
－ 

196,944

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

④ 貸倒引当金の業種別期末残高及び期中の増減額の内訳 
2 0 年 度  2 1 年 度  

（単位：百万円） 

一 般 貸 倒 引 当 金  
個 別 貸 倒 引 当 金  

農 業  
林 業  
水 産 業  
製 造 業  
鉱 業  
建設・不動産業 
電気・ガス・
熱供給・水道業 
運輸・通信業 
金融・保険業 
卸売・小売・
飲食・サービス業 
そ の 他  

個 人  

⑤ 貸出金償却の額 
2 0 年 度  項 　 　 　 目  2 1 年 度  

（単位：百万円） 

農 業  
林 業  
水 産 業  
製 造 業  
鉱 業  
建 設 ・ 不 動 産 業  
電気・ガス・熱供給・水道業 
運 輸 ・ 通 信 業  
金 融 ・ 保 険 業  
卸売・小売・飲食・サービス業 
そ の 他  

個　　　　　人 
合　　　　　計 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

26
26

126
663
－
－
－
138
－

27

－

－ 
－

39

5

447

121
682
－
－
－
138
－

26

－

4
－

49

8

454

－
26
－
－
－
－ 
－ 
－
 
－

－ 
－

－

－
26

126
663
－
－
－
138
－

27

－

－ 
－

39

5

447

121
708
－
－
－
138
－

26

－

4
－

49

8

481

121
708
－
－
－
138
－

26

－

4
－

49

8

481

105
624
－
－
－
150
－

18

－

3
－

13

－
438

－
0

－
－
－
－ 
－ 
－
 
－

－ 
－

－

－
0

121
708
－
－
－
138
－

26

－

4
－

49

8

481

105
625
－
－
－
150
－

18

－

3
－

13

－
438

法
　
　
　
　
　
人 

法
　
　
　
　
　
人 

期首 
残高 

期　中 
増加額 

期中減少額 
目的使用 その他 

期末 
残高 

期首 
残高 

期　中 
増加額 

期中減少額 
目的使用 その他 

期末 
残高 

③ 貸倒引当金の地区別期末残高及び期中の増減額の内訳 

貸倒引当金にかかるエクスポージャーは国内のみとなります。 

区 　 　 分  

2 0 年 度  

20,146
9,425

132,387
7,457

369
1,973

20,279
192
－
－

192,233

20,146
9,425

132,387
7,457

369
1,973

20,279
192
－
－

192,233

DISCLOSURE
2010

65



① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 

　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクスポージャーに
対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保
や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。 
　当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。 
　信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用しています。 
 
　適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部又は一部が、取引相手又は取引相手のために
第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引につ
いて信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。 
 
　保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、本邦地方公共団体、本邦
政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関又は証券会社、これら以外の主体で長
期格付がA-又はA3以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証され
た被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク･ウエイトを適用しています。 
　 
　貸出金と自組合貯金の相殺については，①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する事由に
かかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相
手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金
が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視及び管理されてい
ること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用
後のエクスポージャー額としています。 
　担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直しを行っています。なお、
主要な担保の種類は自組合貯金です。 

② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 

区 　 分  
適格金融資産担保 保　　　　証 適格金融資産担保 保　　　　証 

2 1 年 度  

地方公営企業等金融機構向け  
及び我が国の政府関係機関向け 
地 方 三 公 社 向 け  
金融機関向け及び第一種金融商品取扱業者向け
法 人 等 向 け  
中小企業等向け及び個人向け 
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン  
不動産取得等事業向け 
三 月 以 上 延 滞 等  
上 記 以 外  
合 計  

－
 

－

－

69

321

7

－ 

－ 

121

519

100

－

－

－

0

－

－

－

－

101

（単位：百万円） 

2 0 年 度  

－
 

－

－

122

315

－

0

－

164

602

100

－

－

－

0

－

－

－

－

101

注１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主な
ものとして貸出金や有価証券等が該当します。 

　２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上延滞している債務者に
係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第1種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等におい
てリスク・ウエイトが150％になったエクスポージャーのことです。 

　３．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以
外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・固定資産等が含まれます。 

4 ．信用リスク削減手法に関する事項
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該当する取引はありません。 

該当する取引はありません。 

① 出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要 

　「出資等又は株式等」とは貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資として計上されている

ものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社等出資、②その他有価証券、③系統出資及び系統外出資に区分して管

理しています。 

　①子会社（又は関連会社）については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより効率的運営を目的

として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の他、定期的な連絡会議を行う

等適切な業況把握に努めています。 

　②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握及びコントロー

ルに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなどを

考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及

び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基

づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を

行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

　③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議を通じた連合

会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。 

　なお、これらの出資等又は株式等の評価等については、①子会社(又は関連会社)については、取得原価を記載し、毀

損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。②その他有価証券については時価評価を行った上で、取

得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上しています。③系統及び系

統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等

重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。 

② 出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 
（単位：百万円） 

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額 
2 1 年 度  

上 　 場  
非 上 場  
合 　 計  

－ 
10,883 

10,883 

－ 
10,883 

10,883 

2 0 年 度  

－ 
7,016 

7,016 

－ 
7,016 

7,016 

5 ．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

6 ．証券化エクスポージャーに関する事項

7 ．出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
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④貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額 
（保有区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等） （単位：百万円） 

2 0 年 度  
評　価　益 評　価　損 評　価　益 評　価　損 

2 1 年 度  

上 　 場  
非 上 場  
合 　 計  

－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 

⑤貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 
（子会社・関連会社株式の評価損益等） （単位：百万円） 

2 0 年 度  
評　価　益 評　価　損 評　価　益 評　価　損 

2 1 年 度  

上 　 場  
非 上 場  
合 　 計  

－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 

③ 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 
（単位：百万円） 

2 0 年 度  
売却益 

2 1 年 度  

上 　 場  
非 上 場  
合 　 計  

－ 
－ 
－ 

売却損 
－ 
－ 
－ 

償却額 
－ 
－ 
－ 

売却益 
－ 
－ 
－ 

売却損 
－ 
－ 
－ 

償却額 
－ 
－ 
－ 

① 金利リスクの算定方法の概要 

　金利リスクは、金利の変化により保有する資産・負債の損益又は経済的価値が変動するリスクのことです。

当ＪＡでは、市場金利が上下に2％変動した時に受ける金利リスク量を算出しています。 

　また、当ＪＡは「明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払いだけされる貯金のうち、引き

出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金」をコア貯金と定義し、具体的には、当座貯金・普通貯金の

50％相当額を0年から5年の期間に均等に振り分けて（平均残存2.5年で）リスク量を算定しています。 

　金利リスクは運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。 

 

金利リスク＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（△） 

② 金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 

2 1 年 度  
金利ショックに対する損益・
経 済 価 値 の 増 減 額  

（単位：百万円） 

2,387

2 0 年 度  

2,274

8 ．金利リスクに関する事項
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Ⅵ グループの概況 

　JA佐野のグループは、当JA、子会社1社で構成されています。 
　このうち、当年度及び前年度において連結自己資本比率を算出する対象となる子会社はありません。 

JA佐野 
【 子会社 】 有限会社　佐野観光農園 観 光 農 園  

農産物直売事業 

【 JA 】 本店・支店　　　　 14か所 
 　　　 営農経済センター　　2か所 

（単位：百万円） 

有 限 会 社  
佐野観光農園 

名 　 　 称  

佐野市植下町 
8 0 2 番 地 4

主たる営業所又は
事務所の所在地 

観 光 農 園  
農産物直売事業 

事 業 の内容  

平成13年 
8月10日 

設 立年月日  

3 百 万 円  

資 本金又は  
出 資 金  

8 6 . 6 6%

当JAの議決
権 比 率  

8 6 . 6 6%

当JA及び他の子会
社等の議決権比率 

60,264
185,574

69,785
101,083

245,838

170,868

68,022
6,947
3,439

229
10,158

2,224
3,469
8,912
3,709
5,203

イ．損益計算書　平成21年１月１日から平成21年12月31日まで （単位：千円） 

金　　　　　　額 科　　　　　　目 
売　上　高 
農　園　売　上　高 
直　売　売　上　高 

売　上　原　価 
農　園　原　価 
直　売　原　価 

販売費及び一般管理費 
営　業　利　益 

営　業　外　収　益 
営　業　外　費　用 

経　常　利　益 
特　別　利　益 
特　別　損　失 
税引前当期利益 
法人税・住民税 
当　期　利　益 

ア．貸借対照表　平成21年12月31日現在 （単位：千円） 

資 産 の 部  負 債 の 部  
金 額  

61,146
12,650

835

74,631

金 額
43,972
10,390
54,362

3,000
17,268

5,203
20,268
74,631

科 　 　 　 　 目  
流 　 動 　 資 　 産  
固 　 定 　 資 　 産  
投 　 資 　 等  
 
 
 
 
 
資 産 合 計  

科 　 　 　 　 目  
流 　 動 　 負 　 債  
固 　 定 　 負 　 債  
負 債 合 計  
 
資 本 金  
利 益 剰 余 金  
（ う ち 当 期 利 益 ）  
純 資 産 合 計  
負 債 ・ 純 資 産 合 計  

純 資 産 の 部  

1 ．グループの事業系統図

2 ．子会社の概況

3 ．子会社の財産及び損益の状況
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東北自動車道 

50号 

旧50号 

293号線 

かたくりの里 

東武線東武線 東武線 

JR両毛線 

北関東自動車道
北関東自動車道
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1 JA佐野本店　　　 電話：20－2000
本店金融・業務課　 電話：24－3712

〒327－0007　佐野市金吹町2351

〒327－0003　佐野市大橋町3239－2

JR佐野駅 

田村耕一陶芸館 

歯科医院 

ローソン 

旧 50 号 

至足利 至岩舟 

東武佐野市駅 
N

佐野小 佐女高 

至田沼 

市民会館 

アカサカ 
　釣具 

交番 

ミニ 
ストップ 

すき家 

至50号 

卍 
物産 
会館 

佐野厄よけ大師 

至
足
利 

セブン 
イレブン 

旧50号 

西
産
業
道
路 

N

3 佐野支店　電話：24－3717

犬伏小 

至岩舟 至足利 

清澄高校 

G S

佐野北中 

ロック 
タウン 

セブン 
イレブン 

西蓮寺 

児童館 

JR両毛線 
カンセキ 

市営団地 

米山 
古墳 

旧50号 

スカイ 
ラブ 

N

1

3

GS

青果センター 
アグリタウン 

セブン 
イレブン 

GS
吉野家 

酒屋 

ローソン 

ラーメン 
万里 

カワチ 
薬　品 

ヤオコー 

佐野南中 

医師会 
病　院 

東
産
業
道
路 茂呂山公園 

N

38

4

〒 

Ｒ 50 号 

4

38

〒327－0835　佐野市植下町4000－1 
〒327－0834　佐野市若宮下町5－16　 

2

39

〒327－0843　佐野市堀米町1728 
〒327－0843　佐野市堀米町2610－1

5

40

〒327－0805　佐野市犬伏中町1824－1 
〒327－0844　佐野市富岡町184－1　 

2 佐野厚生総合病院取次所　電話：24－7999
39 セレモニーホール佐野　電話：20－2452

交番 

パリミキ 

とりせん 
カワチ 
薬品 

城北小 

ローソン 

セブンイレブン 
秋
山
川 

佐野西中 

〒 

N

2

4 佐野南支店　　　　電話：24－2332
38 こすもすホールもろやま　電話：20－1155

5 犬伏支店　　　　　電話：23－3636
40 セレモニーホール佐野東　電話：27－2721

旧 50 号 

40

〒327－0843　佐野市堀米町201－3

6 堀米支店　電話：24－2065

西
産
業
道
路 39

5

至岩舟 至足利 

ファミリー 
 ブック 佐野市 

武道館 

城北小 

妙顕寺 

セブンイレブン 
JR両毛線 

旧50号 

東武佐野線 

市営 
団地 

歯科 

城山公園 

公民館 

NTT

佐野駅 

こどもの国 
N

〒 

6
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N

ＧＳ 

駐在所 

赤見小 

赤見 
幼稚園 消防署 

レストラン 
桃川 

至足利 

至293号 佐野市 
運動公園 〒 

ガスト 

道の駅 

セーブオン 

セーブオン 

至足利 

石塚小 

R293号 

佐野日大高校 

公園 

N

〒 

旗川小 
至足利 

セブン 
イレブン 

パリミキ 

ココ 
ストア 

三男坊 

安楽寺 

JR両毛線 
佐野西中 

市民会館 

菊
沢
川 N

西
産
業
道
路 

旧 50 号 

〒327－0104　佐野市赤見町1223－1

至足利 

駐在所 

マクド 
　ナルド 

ローソン 

ファミリー 
マート 

ＧＳ 

セブン 
イレブン 

旗
川 

吾妻小 

青果物 
  集荷所 

吾妻中 

50号バイパス 

フ
ル
ー
ツ
ラ
イ
ン 

旧50号 

10

31

32
N〒 

10

31

32

〒327－0042　佐野市上羽田町1120 
〒327－0046　佐野市村上町44　　 
〒327－0046　佐野市村上町15－1　 

〒327－0103　佐野市石塚町1296－11

〒327－0002　佐野市並木町1156－1

8

7

9

〒327－0317　佐野市田沼町540－1
〒327－0312　佐野市栃本町1743－5

11

27

一瓶塚稲荷 

東
武
線 

佐野市民病院 

田沼駅 ガスト 

GS

至三好 

至小見 

田沼庁舎 

公園 
市営駐車場 

国道
293

号 

N

田沼小 
11

27

至　生 

7 旗川支店　電話：24－2396 8 赤見支店　電話：25－0224

9 赤見支店 石塚ATMコーナー　 
10

31

32

吾妻支店　　　　　電話：23－2555
デイサービスセンター桃梨の里　電話：23－8820
農産物加工所 

11 田沼支店　　　　　電話：62－1212
27 北部地区センター　電話：62－0125

〒327－0316　佐野市小見町210
〒327－0314　佐野市新吉水町451

〒327－0313　佐野市吉水町1172－1

田沼駅 

吉水駅 

GS

田沼支店 

道の駅 

GS

GS

マリアージュ 
仙水 

GS

至犬伏 

R293号 

至赤見 

N

12

35

41

西
産
業
道
路 

至　生 

35

12

41

田沼支店 南事務所  電話：62－7577
35 北部大規模穀類乾燥調製施設　電話：61－0040
41 セレモニーホール田沼　電話：61－0061

12
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〒327－0321　佐野市閑馬町361－1 〒327－0231　佐野市飛駒町1578－1　 

落合酒店 

足利CC

消防第21分団 

駒形橋 

彦
間
川 

ラーメン 
まきた 

中屋商店 
県
道
飛
駒
・
足
利
線 

飛駒小 

至戸奈良 

N

17

越沢林道 

稲村林道 

至三好 

山口林道 

砕石置場 

青木建材 

野上診療所 

県
道
作
原
・
上
町
線 

N

〒327－0302　佐野市白岩町486

14

〒327－0507　佐野市　生西1－10－34

彦
間
川 

至赤見 

至閑馬 

羽黒神社 

N

遠藤食品 
倉庫 

新合 保育園 

16

〒 〒 

消防20分団 

至宇都宮 

至多田 

原
人
像 

至
多
田 

R293

　生
駅 

酒屋 

セブン 
イレブン 

あ
く
と 

プ
ラ
ザ 

住友大阪 
セメント 

青藍泰斗 
高　校 

秋
山
川 

嘉多山公園 

N

18 生庁舎 

生小 

〒 

16 愛村支店・農産物加工所　電話：65－0121 17 愛村支店 飛駒ATMコーナー 

15 三好農産物直売所　電話：62－7135
13 三好支店　　　　　電話：62－1005

25 農機保全課 北部農機　電話：61－0222
14 三好支店 野上ATMコーナー 

18 　　支店　電話：85－2090

駐在所 

〒327－0514　佐野市仙波町68

19

セーブオン 

ほっとコーナー 

GS

R293号 至足利 

古越路 
　トンネル 

至栃木 

至仙波 
至秋山 

常盤中 
常盤小 Yショップ 

秋
山
川 N

〒 

37

19

〒327－0513　佐野市牧町101037

19

19 常盤支店　　　　　電話：85－3090
37 牧ライスセンター　電話：86－4579

ガスト 

セーブオン 

至足利 

スーパー 
ヤマグチ 

R293号 

グリーンスポーツグリーンスポーツ 
センターセンター 

グリーンスポーツ 
センター 

田沼庁舎 

田沼西中 

三好小 N 25

13

農産物加工所 

至　生 

15

〒327－0306　佐野市戸室町1054
〒327－0306　佐野市戸室町671－3

13

15

〒327－0306　佐野市戸室町118125
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至国道293号 

消防第30分団 

水木フィッシングセンター 

氷室診療所 

日軽興業 

県
道
秋
山
・
万
町
線 

氷室小 

秋
山
川 

N

〒 

〒327－0507　佐野市　生西2－9－6

〒327－0512　佐野市豊代町1026　　 

〒327－0516　佐野市水木町1034－1

〒327－0525　佐野市あくと町3024　　 

20

東武 
佐野市駅 

田島駅 

佐野南中 

そば屋 
吉野家 

GS

至小見 

至藤岡 

N

秋
山
川 

西
産
業
道
路 

東
産
業
道
路 

茂呂山 
公  園 

青果 
センター 

50号バイパス 

こすもすホール 
もろやま 

至小見 

至館林 

44
454334

3029

42

36

〒327－0835　佐野市植下町3504 43

〒327－0835　佐野市植下町798－1 45

〒327－0835　佐野市植下町802－4 44

〒327－0835　佐野市植下町3510－134

〒327－0825　佐野市飯田町331

東武 
佐野市駅 

田島駅 

佐野南中 

そば屋 
吉野家 

すき家 

農村レストラン 

GS

ライスセンター 
 観光農園いちご畑 

至田沼 

至藤岡 

N

アグリタウン 

秋
山
川 

西
産
業
道
路 

東
産
業
道
路 

茂呂山茂呂山 
公  園 
茂呂山 
公  園 

青果 
センター 

こすもすホール 
もろやま 

50号バイパス 

33

26

21

22

至小見 

至館林 

〒327－0836　佐野市寺中町2431－1 
〒327－0836　佐野市寺中町2436－2

24

28

植野小 

至佐野駅 至小見 

GS

ライスセンター 観光農園いちご畑 

コイン 
ランドリー 

西
産
業
道
路 

東武 
佐野市駅 

ローソン 

50号バイパス 

秋
山
川 

至
足
利 

至
小
山 

N

24
28

ボウリング場ボウリング場 ボウリング場 

原
人
像 

至多田 

至
三
好 

　生中 セーブオン 

古越路トンネル 

Ｒ293

至仙波 

秋
山
川 

嘉多山公園 

N

42

36

あくと 
プラザ 

30 29

44アグリタウン 
　　　　　   電話：20－5215

43観光農園いちご畑 
　　　　　    電話：21－5215

45農村レストラン 
　　　　　    電話：20－1188

34南部ライスセンター  
　　　　　    電話：21－1739

悪戸ライスセンター　 
　　　　  電話：86－4499

3629 ほっとコーナー 
　　　　   電話：85－3092

30 　生農産物直売所 
　　　　   電話：85－3092

セレモニーホールくずう　 
　　　　  電話：84－3301

42

24 農機保全課　　　  電話：24－4334
28 典礼課　　　        電話：24－2960

21 営農経済部 
　　　　   電話：23－9992

22 販売利用課 
　　　　   電話：23－9992

26 経済センター  
　　　　   電話：24－3713

33 研修センター  
　　　　   電話：27－0245

20 常盤支店 氷室ATMコーナー 

〒327－0824　佐野市馬門町1358

安佐自動車 
　　教習所 

至
足
利 
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岩
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50号バイパス 

界小 

青果センター 消防 
第9分団 

こすもすホールもろやま 
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23 営農・支援課/界ATMコーナー　電話：24－3420
46 ATM佐野新都市店 
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古
河
線

46

東
北
自
動
車
道 
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